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ヴァヌアツ ・トンゴア社会 におけ る称号制度

　 　 　 　 　 白 川 千 尋*

The Titular System of Tongoa, Vanuatu

Chihiro Shirakawa

　 ヴァヌアツ中部の伝統的政治システムは称号制度に基づいている。この地域

の社会では,称 号を有する者が政治的 リーダーとなる。従来の人類学的議論で

は,こ の称号は世襲されるものと位置づけられてきた。そ して,こ うした側面

とサーリンズの提出 したビッグマンと首長の概念に基づき,こ の地域の称号制

度は首長制と分析されてきた(Sahlins　 1963)。 しかし,こ の分析は十分な民族

誌的資料によって裏打ちされたものとは言い難い。そこで,本 稿ではヴァヌア

ツ中部の トンゴア社会を対象とし,同 社会の称号制度に関する民族誌的資料を

提示する。具体的には,称 号に付随するナタンガラサ(natangarasa)と 呼ぼれ

る超自然的な力と個々の称号の継承に関する資料である。そしてそれを踏まえ

て,先 述の人類学的議論について検討を加える。提示 した民族誌的資料から,

結論として称号制度を世襲制ないしは首長制と位置づけた従来の分析は妥当性

を欠くものであったことを指摘する。

   The traditional political system of the islands of central Vanuatu is 

based on title. Those who have titles are able to become leaders of the 

society. Anthropologists have argued that the titles are hereditary. 
Because of this, and Sahlins' well-known concepts of big-man and chief, 

the titular system of the region has been analyzed as a chieftainship 

(Sahlins  1963)  . However, because of poor ethnographical information 
about the system, the above analysis was not fully supported by em-

pirical data. This article first provides sufficient ethnographical data 
about the titular system of Tongoa, and then examines anthropological 

arguments about the system. As foci of the primary ethnographical 

description, the article presents data on natangarasa, the supernatural
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power attached to  titles, and the succession process of titles. It is con-
cluded that the system is not a typical chieftainship and should not be cat-
egorized as hereditary.

1.は じめ に
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　 2.1.　 トン ゴア 島民

　 2.2.ナ ウ ォタ と称 号
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　 4.1.大 ナ ウ ォ タ

　4.2.中 ナ ウ ォ タ
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5.考 察

　 5.1.称 号 の 継 承 に つ い て

　 5.2.世 襲 に つ い て

6,称 号 制 度 と 「正 しい カス トム」

　　 　 　む す び に か え て

1.は じ め に

　 本稿は,ヴ ァヌア ツ共和 国 トンゴア(Tongoa)島 民 の社会 に焦点を 当て,彼 らの

伝統的 な政治 システ ムと密揺 な関係を持つ称号制 度(titular　 system)に 関 す る民族誌

的資料 を提示 し,従 来の同制 度を対象 とした人類学 的議論 について検討す ることを 目

的 としている。

　 オセアニアの伝統的政 治 システムに関す る議論 においては,サ ー リソズに よるビ ッ

グマ ン(big-man)と 首 長(chief)の 概 念 が重要 な位置 を占めて きた。 ビ ッグマ ソと

は,他 人 の婚資や借財を肩代わ りした り,儀 礼的な交換 の場 において より多 くの財の

贈与 を行 うことなどを通 して,人 々に対す る政治的影響 力を発揮す る ようにな る リー

ダーを指す。そ の地位は財の操作 などをめ ぐる個人の能 力に よって獲得 され るもので

あ り,役 職(office)で は ない。彼 はその能 力が持続す る限 りにおいて リー ダーた り

得 る。 これ に対 して,首 長の地位 は役職 であ り,生 得的な ものである。それは世襲 と

い う形 を通 して継承 され るが,こ の ように生 まれなが らに して得 た地位 に就いてい る

が故 に,彼 は人 々か ら リーダーとして認識 され る。 以上 の ようなオセアニアの政治的

リーダーに関す る二つの概念は さらにメ ラネシアとポ リネ シアとい う地域概念 と結び

つけ られ,パ プアニ ューギ ニアを中心 とす るメラネ シアの伝統的政治 システムは ビッ
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グマ ン制(big-manship)で あ り,タ ヒチをは じめ とす るポ リネシアのそれは首長制

(chieftainship)で あ る と位置づけ られた(Sahlins　 1963)。

　 ヴァヌア ツの伝統的政治 システムに関す る研究に も,基 本的に以上 のサ ー リソズに

よる ビッグマン と首長の概 念を援用 しなが ら分析を試み よ うとす る ものが多 くみ られ

る。 これ らの研究については,と りわけ マ レクラ(Malekula)島 や アソブ リム(Am-

brym)島 か ら北 に位置する島hの 諸社会 に関 して多 くの蓄積 がある(図1)。 一 般に

階梯制社会(graded　 society)と 呼 ばれ て きた これ らの社会 では,序 列化 され た階梯

を,高 い価値を有す る豚 を殺す な どの手続 きを踏 む ことに よって,下 位のランク か ら

順に上 って行 き,高 位 のランク に達 した者 が政 治的 リー ダーシ ップを発揮す るとされ

る。 この システ ムは当初秘密結社 に関す る議論 との関係 にお いて人類学者の関心を集

め,こ の観 点 か ら多 くの民 族 誌 的報 告 が 蓄 積 され た(Codrington　 1891;Deacon

1934;Layard　 1942;Rivers　 1914)。 これ に対 して,こ の システ ムの政 治的側 面 に着

目して本格 的な分析 を行 ったのが ア レンを中心 とす る研究者たちであ る。彼 らは,男

性が儀礼的な交換 の場 にお いて豚な どの財 を操作す るこ とを通 して よ り高位 のランク

に上 って行 く点 に着 目し,財 の操作に よる地位 の獲得 とい う観点か らこの システムを

ビ ッグマ ン制 の ヴ ァ リエ ー シ ョソ と位 置 づ け た(Allen　 1972;1981b;Blackwood

1981;Rodman　 1977;cf.吉 岡1998:6-7)。

　 以上 の ヴァヌア ッ北部諸社会に関す る研究 と比較す るな らば,本 稿 で対象 とす る ト

ンゴア島か ら ヴァヌア ツ最南端 に位置 す るアナイチ ュム(Aneityum)島 に至 る中 ・

南部諸社会 の伝統的政治 システ ムに関す る研究は,民 族誌 的報告 お よび理論的研究の

双方 においてなお不足 してい る。 これ らの研究のなかには,北 部 の システムに関す る

議論 に呼応す る形 で,ビ ッグマン 概念を適用 しなが ら分析を試 み ようとす る研究 もみ

られる(Lindstrom　 1985)。 しか し,研 究者の間では一般的に,ト ソゴアをは じめ と

す る中 ・南部の シス テムは北部 とは明確に異な るもの と認識 され てきた。た とえぽ ア

レンや フ ェイ シーは,ト ンゴア とその近接地域の社会 には父親か らその長男へ とい う

形を中心 として父系的な系譜関係をた どって世襲 され る称号が存在 し,こ の称号 を有

す る者が政 治的 リーダー シップを発揮す ると分析 している。そ して,称 号の獲得 が世

襲 とい う形 で生得的になされ る点を踏 まえて,称 号制度 に立脚 した トンゴアの伝統的

政 治 システ ムを北部 の よ うな ビ ッグマ ン制 ではな く首長制 と位置づ け るので ある1)

(Allen　1981a;Facey　 1981;cf.　 Bonnemaison　 1996)0

　 以 上の よ うに,従 来の ヴ ァヌア ツの伝統的政治 システムに関す る議論 の多 くは,サ ー

リソズに よるビッグマ ンと首長の概念に依拠 しなが ら展開 されて きた。 しか し,こ れ
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図1　 ヴァヌアツ地図
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らの概念 とそれを用いた分析 につ いては,既 に多 くの批判 が存在す る(e.g.　 Douglas

1979;Godelier　 1986;Hau'ofa　 1981;Jolly　 1987;栗 田1995;Meggitt　 1971;Strathern

l971)。 た とえば吉 岡は,ビ ッグマ ンや首長の概 念に依拠す るこ とに よって,「 ○○社

会 の政治 システムは真の ビ ッグマン 制 ではない」 といった表現に端 的にみ られ る よう

に,典 型 と典型 の間の中間的で曖昧な形態 の存在 が無視 されて しま うとす る。 そ して

その結果,ビ ッグマ ン制で も首長制で もない システムの独 自性が正当に評価 され な く

な り,こ れ らの概念の ステ レオ タイ プ化 され たイメージを問い直す こともで きな くな

ると指摘す る(吉 岡1998:439-447,462-465)。 この指摘 は,ト ーマスに よるメ ラネ

シア とポ リネシアの地域概念に関す る考 察において も共有 されてい る問題意識 であ る

(Thomas　 1989)。 トーマスは,ビ ッグマン と首長 の概 念をそれぞれ の中心的構成要

素 とす る メラネシアとポ リネシアとい う概 念 と,そ れ に依拠 した 「○○ 社会 の政 治 シ

ステ ムは メラネ シア的 であ る」,「××社会の政 治 システムは ポ リネシア的であ る」 と

い った分析 が,当 該政治 システムの現実的動態を罎 小化 して捉xて い ると批判す る。

彼の批判 においても吉 岡同様,メ ラネシアとポ リネ シアの地域概念に依拠 して分析 が

な される限 り,メ ラネシア的で もポ リネ シア的で もない曖昧 な形態の独 自性 が正 当に

評価 されな くなる とい う危険性が指摘 されてい ると言 える。

　 ヴ ァヌア ツにおけるサー リソズの概念を援用 した議論 につ いても,吉 岡が批判的な

考察を行 っている。彼 は,北 部 ヴ ァヌアツの伝統的政治 システムに対す る ビッグマ ソ

概念を援用 したア レンらの分析 では,こ の システ ムの独特 な形態を適切に捉え ること

がで きない と指摘す る。そ して,ア レン らがランク テイキン グ ・システ ム(rank-tak-

ing　system)と 呼 んだ この システムを,ミ クロネ シアな どにみ られ る年齢 階梯制 との

関係で捉え ることの重要性 を主張 し,位 階階梯制 とい う新たな概念を提 出 している(吉

岡1998:439-465)。

　 この よ うに,ヴ ァヌア ツ北部 に関 しては,サ ー リンズの概念 を援用 した分析を批判

的に乗 り越えて行 こ うとす る試 みがみ られ る。 これに対 して,本 稿 の対象 とす る トン

ゴアをは じめ とす るヴ ァヌア ツ中 ・南部 に関 しては,依 然 としてサー リンズの概念に

依拠 した研究がみ られるのみである。既に述べた ように,そ れ らの研究 において この

地域の伝統的政治 システムは一般的 に首長制 と して分析 され てきた。 しか し,こ うし

た分析は十分な民族誌 的資料 に よって裏打 ちされた もの とは言 い難 い。 たとえぽ ア レ

ンや フェイシーな どは,先 述 した ように トンゴアとその周辺の島hの 社会 にお いて称

号は父系的に世襲 され るとしているが,彼 らは称号の継承に関す る具体的な資料を提

示 してい ない(Allen　 l981a:5;Facey　 1981:307;1983;Luders　 1996:292)Qこ う し
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たなかでギアールは,ト ンゴア社会の称号制度について唯一まとまった民族誌的報告

を行っている2)(Guiart　199;6;Guiart　et　al.1973)。 しか し,彼 の報告は称号間の序列

関係に焦点が置かれてお り,トン ゴアの各集落における称号の種類 と数や序列関係に

関する資料は比較的豊富に程示 されているものの,そ れぞれの称号の継承過程に関す

る具体的な資料は大幅に欠如 している。 したがって,彼 の資料を用いて称号が父系的

な系譜関係をたどって世襲 されるとするアレンらの議論を検証することは不可能であ

る。

　以上に述べてきたような研究状況に鑑み,本 稿ではまず従来の トソゴア社会の称号

制度に関する民族誌的研究の不足を補 うべ く,ギ アールが取 り上げなかった側面に関

凡例　■:集 落,□:空 港,⑥:英 語系小学校,①:仏 語系小学校

　　　　　　　　　　　　　　　図2　 トンゴア地図
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す る民 族 誌 的 資 料 を 提 示 す る。 具 体 的 に は,称 号 に 付 随 す る ナ タ ン ガ ラ サ

(natangarasa)と 呼 ぼれ る超 自然的 な力 と個 々の称号 の継承に関す る資料 である。そ

して,そ れを踏 まえて,先 述 した ア レン らの称号継承に関する議論 につ いて検討を加

えたい。

　本稿で提示す る民族誌的資料は,1991年 か ら1993年,1994年,1995年 か ら1996年 の

延べ3年3ヵ 月にわ たる ヴァヌアツ滞在期間の うち,特 に1995年 か ら1996年 に かけて

行 った調 査 に お いて収 集 した もので あ る。 この ときに は トンゴア 島 のイ タ クマ

(Itakuma)と い う集落 に滞在 し,調 査 を行 った(図2)。 したが って,本 稿 で提示す

る資料は この集落 で収集 した ものが中心 とな る。

2.ト ン ゴ ア 概 略

2.1.　 ト ン ゴ ア 島民

　 トンゴア島は,ヴ ァヌア ツの首都 ポー トヴ ィラ(Port　 vila)が あ るエフ ァテ島の北

約80キ ロメー トルに位 置す る面積42平 方 キ ロメー トル,人 口2,487人 の小 島 であ る

(Statistics　Office　1991)。 同 島は火 山活動 によってで きた海抜400メ ー トル程度 の低 山

か ら構成 され る山がちな島であ り,そ の うちに14の 集落がある(表1)。

　人々の生活は,ヤ ムイモやタロイ

モをは じめ とす る根栽類の焼畑農耕

を基盤に した半ぽ 自給自足的なもの

である。 しか し,1980年 の独立以前

か らポー トヴィラや ニューカレ ドニ

アなどへの出稼 ぎも盛んであ り,ヴ

ァヌアツの他島に比べると トンゴア

の人々の生活は出稼 ぎ者からの送金

などによって貨幣経済に依拠す る比

重が高い。かつては トンゴアに基盤

を置いて生活を営んでいる者 もコブ

ラの生産に よってある程度の現金収

入を確保することができたが,コ ブ

ラの市場価格の下落に伴い,現 在 ト

表1　 トソゴアの各集落の人口

集落名 人 口

Bongabonga 59

Euta 217

Itakuma 166

Mangarisu 216

Matangi 312

Meriu 161

Kurumambwe 189

Lumbukuti 296

Lupalea 105

Panita 207

Pele 169

Purau 172

Ravenga 42

Worafiu 154

1各集 落 の 人 口は
,1989年 の 人 口統 計 に 基 づ

く　　(Statistics　Office　1991)。
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ソゴアで恒常的に現金収入を得 ることは不可能に近い。このため,と りわけ近年 では,

以 前に も増 して男性を 中心 に首都 な どに移 住 した り出稼 ぎに出る者 が多 くな ってい

る。 また,こ うした事情を反 映 して,首 都に居住す る人hの なかでは トンゴア出身者

がタ ンナ(Tanna)島 や パマ(Paama)島 出身者 とともにもっとも多 く,彼 らが数百

人 単 位 で集 住 す る大 規 模 な コ ミュ ニテ ィが 首都 に は い くつ も形 成 され て い る

(Statistics　Office　1993)。 そ して,ク リスマスや冠婚葬祭の折 りには,こ れ らの コ ミ

ュニテ ィと トンゴアの間を人hが 頻繁 に行 き来す る。

　 トン ゴ ア の 人 々 は 全 て キ リス ト教 徒 で あ り,過 半 数 以 上 は 長 老 派 教 会

(Presbyterian　 Church)の 信 徒 である。同派は19世 紀末か ら トンゴアに宣教師を派遣

し,他 宗派に先駆 けて布教活動 を行 った。 このため,今 世紀前半 までは全島民が長老

派 の信徒で あ った。その後,今 世 紀半 ばに入 るとセブ ンスデ イ ・ア ドベ ンテ ィス ト

(Seventh　Day　Adventist)が 布 教活動を開始 し,主 に トンゴア北部で信徒を増 や して

いった。現在 では,以 上の二っの宗派 と長老派か ら分離 した改革派(Revival　 Church)

がtト ンゴアにおける有 力宗派 とな っている3)。

　 トンゴアの人hの 間では,ナ マ クラ(Namakura)と ナ カナマンガ(Nakanamanga)

と い う二 つの言語 が 日常的r`1_使用 され ている4)0ナ マ クラ語は表1に 示 した14の 集落

の うち,ボン ガボ ンガ(Bollgabonga)か ら メ リウ(Meriu)ま で の6集 落 で話 され

て お り,ナ マ ナマ ンガ語 は クル マ ンブ ウ ェ(Kurumambwe)か ら ウ ォラ フ ィ ウ

(Worafiu)ま で の8集 落 で話 され ている。 ただ し,双 方の言語には共通す る語彙が

多 く,か な りの数 の人hが 双方の言語を理解す ることが できる5)0ま た,ほ ぼ全 ての

人 々が,公 用語 の一つであ リパ プアニューギニアや ソロモン諸島で使用 され ている ピ

ジン(Pidgin)語 に 相当す るビス ラマ(Bislama)語 の運 用力を身につ けてい る。加

えて,学 校教育 の場 で用い られてい る英語か仏語 どちらかの言語を理解す る ことので

きる者 が若年層を 中心にい る。

2.2.ナ ウ ォタ と称 号

　 トン ゴアの集落 は,ナ カタ ム(nakatam)と 呼 ばれ る複数 の集団か ら構成 されてい

る。 ナカタムは,共 通の祖先を持 つ と認識す る人 々の集団であ る。 トンゴアの人 々は

エ ファテ島か らシ ェパ ー ド諸1島を経 て トンゴアに移住 して きた と伝承 では伝え られて

いるが,こ の際に各ナ カタムが一 つの単位 とな って移住 して きた とされ る。人hの う

ち,男 性 は父 と同 じナカタムに帰属す る。一方,女 性は結婚す る と多 くの場合夫方に

居住 し,夫 のナカタムの成員 とみなされ る。 また,ナ カタムの成員 同士は結婚で きな
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い とされ る。 この意味で,ナ カタムは父系的 な系譜 関係で結ぼれた者を核 とす る外婚

集 団と言 える。

　私が調査期間中に滞在 し,調 査 の大半を実施 したイ タクマ集落には,表2に 示 した

ように10の ナカタムが存在 する。 これ らのナカタムには,ビ ス ラマ語 でチーフ(ij1),

ナ マ クラ語で ナ ウォタ(nawota)と 呼 ぽれ る リーダ ーが存在す る。 ナ ウ ォタは,た

とえば 自らの率いるナカタム内の様 々な問題や争 いの調停 な どに リーダーシ ップを発

揮す る。

　 また,集 落を構成す る複数 のナカタムをそれ ぞれ率 いるナ ウォタの うちの1人 が,

集 落を代表す る者 とな る。 この集 落の代表者 はナ ウォタラム(nawotalam),す なわ

ち 「大ナ ウォタ」 と呼ばれ る。 ナウォタラムは,ナ カタム内で手に負えな くな った問

題やナ カタム間の もめ事 の調停 などにイ ニシアテ ィヴを発揮す る。ナ ウ ォタラムとな

るのは常 に特定 のナカタムを率い るナ ウォタであ り,別 のナカタムのナ ウ ォタが彼 に

代わ ってナ ウ ォタラムにな ることはない。 イ タクマ集落 では,ド ヴェア(Dovea)・

ナ カタムを率 いるナ ウォタが,代々 イ タクマにおけ るナ ウォタラムとしての役割 を果

た して きた6)0な お,各 集落 のナ ウォタラムについては表3に 示 した。

　ナ ウォタ ラムを含む ナカタムを率 いるナ ウォタたちは,表2と 表3に 示 した ように

それぞれ称 号を保有 してい る。 この称 号 の ことを,ナ キ ハム ・ナ ウォタ(nakiha〃z

nawota)と い う。直訳す る と 「ナウ ォタの名 前」 となる この語を,本 稿 では便宜上

称号 と訳 している。 ナウ ォタの地位 は,称 号が継承 され ることに よって正式 に受け継

がれる。

　ナカタムを率 いるナウォタが保有す る称号には,そ れぞれの称号 に応 じてナ ウォタ

表2　 イタクマ集落のナカタムとナウォタの称号名

ナ カ タ ム ナカタムを率いるナウォタの称号名

Bwatam Mariwotaliu

Dovea Ti-Poloamata

Hananbangalam Marakipule

Marakitatan

Kamalalam Satiamata

Kamavo Ti-Mataso

Malakot Ti-Nambua

Morou Baenaman

Poloamor Pwaku

Sangava Ti-Sangava

Weitas Ti-Makira
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表3　 トンゴアの各集落のナウォタラム

集落名 、 ナ ウ ォタ ラ ムの称 号名

Bongabonga Ti-Tongoaroto

Euta Baenaman

Itakuma Ti-Poloamata

Kurumambwe Taripoamata

Lumbukuti Ti-Nambuamata

Lupalea Vandanu

Mangarisu Ti-Tongoamata

Matangi Usamorimata

 Meriu Ti-Matasomata

Panita Matariliu

Pete Marakipulemata

Purau Tarisaliu

Ravenga Maleisu

Worafiu Taripoamata

ラムに対 して果たすべ き各種の役割 が付随 してい る。そ うしたなか には,た とえばナ

ウォタ ラムに代わ って人 々の前でス ピーチを行 うスポー クスマ ソ(namanuvas)や 他

集落 との戦 いの際 に人 々を率い る戦 士(natakwal),遠 洋 航海のための カ ヌーや その

ほかの木製品 を作 る木彫師(namatais)な どがあ る。

　 称号保有者は,集 落を代表す るナ ウォタラムやナカタムを率い るナウォタに とどま

らず,各 ナカタム内に もそれ宅れ複数存在する。それ らの者 もまたナ ウォタと呼ぼれ,

ナ ウォタラムに対 す るナ カタムを率い るナウォタの場合 と同様に,彼 らの保有す る称

号に もナカタムを率いるナ ウォタに対 して果たすべ き役割が付随 している。た とえば

アタ フ(atav)と い う称号 を保有す る者 は,後 ほ ど3.2.で 述 べ るが,称 号 の継 承に

関す る儀礼において重要 な役割を担 う。

　 以上 の よ うに,称 号保有者絶あ るナ ウォタには,大 別す るとナ ウォタ ラムと呼ばれ

る集落 を代表す るナ ウォタ,ナ カタムを率いるナウ ォタ,そ して集落 の代表者で もナ

カタムの リーダーで もない各 ナカタ ム内に複数存在 す るナ ウォタの三つの種類 があ

る。 本稿 において,以 下では これ らを便宜上それぞれ大ナ ウォタ,中 ナウ ォタ,小 ナ

ウォタと呼ぶ ことにす る。 また,こ れ らのナ ウォタ全体につ いて包括的に言及す る場

合 には,称 号保有者 とい う語を用 いるこ とにす る。 なお,ギ アールが指摘 している よ

うに,3種 類の ナ ウ ォタの間 には序 列関係 が存在す る(Guiart　 1996;Guiart　 et　al.

1973)。 こ の序列 関係に関す る議論は本稿の直接の 目的ではないため詳述す るこ とを

避け るが,集 落内部における序列 に限定す ると,多 くの場合 もっとも高位 に位置す る
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のは大ナウォタであ り,次 いで中ナウォタ,そ して小ナウォタの順になることを付言

してお く死

　以上に述べてきたような政治的なリーダーシップとともに称号保有者において重要

な側面は,彼 の保有する称号 と土地の関係である。 トソゴア社会では,基 本的に称号

を持たないと自らの土地を持てない とされる8)。このため,称 号を持たない者は,称

号保有者の土地を一時的に使わせてもらうことによって作物などを栽培する。ただ し,

称号保有者は自分の持 とうとする土地を自由に選択することはできない。なぜなら,

称号Aに は土地A,称 号Bに は土地Bと い う具合に,各 々の称号にはあらかじめ特

定の土地が割 り振 られた形になっているからである。したがって,あ る称号を保有す

るようになった者は,そ の称号の先代保有者と同 じ土地を持つことになる。

3.ナ タ ン ガ ラサ9)

3.1.ナ タン ガ ラサ の作 用

　人hは,称 号にはナ タンガラサ とい うものが付随す ると語 る。彼 らは,こ のナ タン

ガ ラサを しぼ しぼ ビス ラマ語 で 「パ ワー ・ブ ロ ン ・チ ーフネー ム(////blong　 jif-

ne〃t)」,直 訳 すれば 「首長 の称号 の力」 と表現す る。 ここでは ビスラマ語 のパ ワーと

い う語を 「力」 と訳 したが,ナ マ クラ語には この ビス ラマ語 のパ ワーに相当す る語 と

して力全般を指す ナ カスエア ソ(nakasuean)と い う語が ある。 また,「 ヘ ヴィネス ・

プ ロソ ・チ ーフネ ーム(hevines　 blong/if-nem)」 とい うビス ラマ語 に置 き換えて,説

明がな され る場合 もあ った。英語 のheavinessを 語 源 とす るヘ ヴ ィネス とい うビス ラ

マ語には,取 り扱 いに十分配慮す る必要のあ る非常に強力なエネルギーとい うニュア

ンスが込め られてお り,ナ タンガ ラサ の特徴をパ ワーとい う語 よ りもよ り的確 に表現

してい ると人々 は言 う。

　人 々は称号保有者 と直接接触 した り,称 号保有者の持ち物 に触れた りす ると,称 号

に付随す るナタン ガラサの作用 で病気にな って しま うとす る。た とえば,称 号保有者

は頻繁 に乳児を抱いた りす ることは できない。なぜな ら,称 号保有者 と直接接 する こ

とで,称 号 のナ タンガラサの作用 に よって抱かれた乳児は病気 になって しま うか らで

ある。 また,称 号保有者 がいつ も使 ってい るベ ッ ドや椅子 に座 った り,彼 が使 ってい

る皿や スプーン,フ ォーク,衣 服を使用 した者 も,病 気になると考え られ ている。

　 ナタン ガラサに よって発現す る病気 として,一 般的に人々 は あま り食べ ていないの
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に満腹感が した り,腹 部が膨れ上がった り,潰 瘍が身体各部に次々にできて治らなか

った りするとい うものに言及する。 しか し,以 下に提示するナタンガラサによって発

現 した病気の具体的な事例からも窺えるが,実 際には多様な病気がナタンガラサとの

関係によって捉えられる。そ して,そ れ らの病気を放置 してお くと死に至るとされる。

　ナタンガラサによる病気の事例は,調 査期間中に計4例 を得ることができた10)。病

気の症状を①の項,原 因を②の項にそれぞれ解説する。

【病例1】 女性,30才 代

①胸が詰まり,息 苦 しい。

②彼女は死の床にあったある老人の看病をするなかで,彼 の体をマ ッサージしていた。

　 この男性はペ レ(Pele)集 落 の中ナウォタであ り,彼 の体に頻繁に 接触 していたため

　 その称号のナタンガラサによって病気になった。

【病例2】 女児,4才

①疲労感,体 に力が入らない。

②彼女は,イ タクマ集落の大ナウォタの孫である。彼女はしぽしぽ大ナウォタが座った

　 場所に座っていたため孔彼の称号のナタンガラサの影響を受けた。

【病例3】 女児,6ヵ 月

①体重減少。

②現在彼女 とその両親が住んでいる所には,か つて彼女の曾祖父(父 の父の父)が 住ん

　 でいた。この亡 き曾祖:父はイタクマ集落のブワタム(Bwatam)・ ナ カタムの中ナウ

　 ォタの称号を持 っていたが,こ の称号のナタンガラサの影響で彼女の娘の体重は減少

　 した。

【病例4】 男性,40才 代

①腹の具合が悪 く,体 が重 く感 じる。

②自分の保有する小ナウォタの称号のナタンガラサが原因。

　以上の事例からも分かるよ,うに,称 号保有者と直接接触 した り,そ の持ち物に触れ

た者は,称 号保有者の称号に付随するナタンガラサの作用によって病気になってしま

う。 しか し,ナ タンガラサによる病気の危険に直面するのは,こ うした人々ばか りで

はない。病例4の 場合のように,ほ かでもない当の称号保有者自身も,自 らの保有す

る称号のナタンガラサによって病気になって しまう危険にさらされているのである。

したがって,称 号保有者 もまた,ナ タンガラサの作用によって病気にならないよう対

処 しなければならない。 この称号保有者によるナタンガラサへの対処については,次
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節で詳述する。

　ナタンガラサは,称号保有者 自身 も含めて人々に 病気をもたらす危険な存在である。

したがって,人hは 未然にナタンガラサによる病気を防ぐための対応策をとらなけれ

ぽならない。こうしたナタンガラサへの対応策や措置は,バ ガサラ(bagasara)と 呼

ばれる。パガサラの具体的な例 として,た とえば恒常的に称号保有者と接触する機会

を持つその妻たちは,薬 草の搾 り汁などを定期的に服用する。また,称 号保有者やそ

の持ち物に触れる機会の多い称号保有者の家族や親族も,同 様の対応策をとる必要が

あるとされる。特に子供はナタンガラサの作用によって病気になってしまうことが多

いとされ,イ タクマ集落の大ナウォタの孫たちなどは,民 間治療者から数ヵ月おきに

薬草の汁を水に混ぜたものを飲まされていた。

3.2.ナ ヴ ィヴ ィサ ケア ンにお け るナ タ ソガ ラサへ の対応

　既 に述べ た ように,ナ タン ガラサは一般 の人々 のみな らず,称 号保有者 自身 に も病

気を もた らす危険が あるとされ る。 したが って,称 号保有者たちは,称 号 を継承 した

時点か らナタ ンガラサ の影響に気を配 る必要が ある。 このため,と りわけ称号 を継承

す る儀礼においては,称 号 に付随す るナ タン ガ ラサ の影響を弱め るための措置 が とら

れ る。 ナ ヴィヴィサ ケア ン(navivisakean)と 呼 ぼれ る称号継承 の儀礼は,基 本 的に

以下の よ うな プロセスを経 る。

　 ナ ヴィヴィサ ケア ンを実施す ることが決 まると,人 々は ナカマル(nakamal)と 呼

ばれ る集会所を建 てる。 「男子集会所(men's　 meeting　 house)」 と呼ぶ研究者 もいる こ

のナカマルは(Coiffier　 l988:129),ナ ヴ ィヴィサ ケアソのたび ご とに建 て替xら れ

る。 ナヴ ィヴィサ ケア ン当 日には島中か ら人 々が集 まるが,な か で も各集落の大ナ ウ

ォタた ち は各 々贈 り物 を持 参す る。豚,カ ヴ ァ,サ トウキ ビ,そ して ナ コア ソ

(nakoang)と 呼 ばれ る石蒸 し焼 き料理か らな る贈 り物は,ナ カマルが位置す る広場

に まとめ て積み上げ られる。各集落 の人 々が集 まると,儀 礼 は次の段階 に移行す る。

広場 には ゴザが敷かれ,称 号の保有者 と継承者が ゴザの上 に上 がる。そ して,称 号保

有者 が継承者の頭に手をか ざ し,「 お まえは今後○○ とい う名前 で呼ぽれ る」 と称号

の名称 を含 めて宣言す る。その後,称 号継承者は準備 した豚を殺す11)0豚 を 殺 した継

承者 は,称 号 を譲渡 した者 をは じめ集落 のほかの称号保有者や長老 たち とともに ナカ

マルの中で5日 間 を過 ごす12)0こ の 間,彼 らは ナカマルか ら出てはな らず,ま してや

自宅に戻 る こともで きない。また,夜 中に一睡 も してはな らない。ナカマルにい る間,

新 たに称号 を継承 した者は,先 代の称号保有者や長老たちか ら様 々な秘儀的知識を伝
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授 される。6日 目の早朝,称 号継承者はナカマルを出て海に向か う。そして,彼 らは

海水を浴びた後集落に戻 り,集 落の人々と饗宴をともにする。以上のプロセスは,集

落を代表する大ナウォタのナヴィヴィサケアンの場合である。 これに対 して,中 ナウ

ォタや小ナウォタの場合,ナ カマルが建てられなかった り,各 集落の大ナウォタたち

の参加がないなど,上 述のプロセスが大幅に省略される13)0

　 ナヴィヴィサケアソによる称号の継承は,称 号保有者が年老いた り死去 した場合に

行われる。ただ し,称 号保脊者が死去 した場合,ナ ヴィヴィサケアソのプロセスにお

いて,称 号保有者が継承者φ頭に手をかざし,称 号の継承を宣言することはできなく

なる。 したがって,死 去 しな称号保有者が大ナウォタの場合には他集落の大ナウォタ

が,中 ナウォタの場合には申ナウォタの属する集落の大ナウォタが,さ らに小ナウォ

タの場合には小ナウォタの属するナカタムの中ナウォタが,そ れぞれ死去 した称号保

有者に代わってこの手続 きを行 うことがある。

　 ナヴィヴィサケアンにおいてナタソガラサに対処するための措置をとる際に中心的

な役割を担 うのは,ア タフとい う称号を持つ小ナウォタである。アタフがナヴィヴィ

サケアンのなかでナタンガラサに対処する局面は,主 に二つある。

　一つは,称 号継承者をナタンガラサの作用から守るための対応を行 う局面である。

称号に付随するナタンガラサは,称 号継承者の頭に手がかざされ,称 号の継承が宣言

され,さ らに豚が殺されてその血が流れた後に,初 めて称号継承者に影響を与え得る

ものになるとされる。 したがって,ア タフのナタンガラサに対する措置は,称 号継承

者が豚を殺 した後にとられる,ことになる。具体的には,ナ カマルで5日 間を過ごした

後,海 に向か う前に,称 号纏承者はアタフが用意した薬草の汁を混ぜた水を浴びる。

海水を浴びることも含めてこれ らの措置は全てナタンガラサの威力を低下させること

を目的 としたものであ り,前 節で述べたナタンガラサに対する様々な措置と同様にバ

ガサ ラと呼ぼれる。称号継承者は,こ のパガサラを経て初めて 日常生活に戻ることが

できる。もしこれを怠ると,称 号に付随するナタンガラサが称号継承者に影響を及ぼ

し,彼 はす ぐに病気になってしまうとい う14)0

　もう一つは,各 集落か ら持参された贈 り物に対 して対応を行 う局面である。特に大

ナウォタのナヴィヴィサケアンの際には石蒸 し焼 き料理などを携えて各集落の大ナウ

ォタたちが集まるが,そ れらには各hの 大ナウォタの称号に付随するナタソガラサが

付着 しているため,一 般の人々が勝手に手にした りすると病気になってしまうとされ

る。 したがって,ナ タンガラサを除去するために アタフによって しかるべき手続 きが

踏まれた後でないと,人 々は料理などを取 り分けることができない。イタクマ集落の
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大 ナ ウ ォタの ナ ヴ ィ ヴ ィサ ケ ア ソにお い て重 要 な役 割 を果 た す ア タ フの パ コア

(Pakoa)に よれぽ,彼 の場合 は,集 積 された贈 り物 のまわ りを周 りなが ら呪文を唱

え,同 時に贈 り物の カヴァや石蒸 し焼 き料理 の一部を もぎ取 った り,ち ぎ り取 った り

す る。そ して,日 没の方向に取 った ものを放 り投げ る。 また,ペ レ集落 の大 ナ ウォタ

のナ ヴィヴ ィサ ケアン においてバ ガサ ラを行 うアタフのオ ーグス ト(August)の 場

合 は,集 積 され た贈 り物 の まわ りを周 り,呪 文 を唱えた後に,そ れ ぞれ ナ ララルル

(nalalalulu,　Polysciasfruticosa),ナ タ タガル(natatagal,　 Sida　rhombifolia),ナ ン ビ

テ ィエ(na〃tbitie,　 Miscanth　us　floridulus)と 呼 ぼれ る植物 を束ねた もので贈 り物を打

ち据 える。そ して,こ の束 ねた植物 をやは り日没方向に放 り投 げる。 こ うした行為に

よって,贈 り物か らナ タソガラサが除去 され るのであ る。 なお,上 の2人 のアタフに

よれぽ,日 没の方向に物 を放 り投 げるのは,太 陽が贈 り物 に付着 した ナタ ソガラサを

日没 とともにそ の方角 にあ るブライウ ォ(Braiwo)や トゥク トゥク(Tuktuk)と い

った遠方 の地 に連れ去 って しま うよ うに,と の意味か らであ るとい う15)。また,万 一

放 り投げた物が近 くの見物 人に当たった りす ると,そ の者 は放 り投げた物に付着 した

ナタンガラサのために病気 にな って しま うとい う。

　 アタフはナ タン ガラサに対処す るための知識 と技 術を持 ち,特 にナヴ ィヴィサケア

ソの際に重要な役割を果 たす。薬 草などを用いて ナタソガ ラサに よる病気に対処 した

り,そ れ を未然 に防 ぐための知識は,民 間治療者や一般 の人hも 持 っている。しか し,

ナ ヴ ィヴィサ ケアソにおけるナタン ガラサへの対処 はアタ フでなけれぽ遂行す ること

が できず,ア タフ以外の者が代わ ることはで きない とされ る16)0ア タ フは トンゴアの

各集落にお り,イ タクマ集落 には五つ のアタフに関す る称号が ある。 これ らの アタフ

の称号名 と所属ナ カタム,そ して各 アタフが どの ナカタムの称号保有者 のナヴ ィヴィ

サ ケア ンにお いてパ ガサ ラを行 うかを表4に 示 した。 この うち,表 中の アタフマ タ

(Atavmata)と ア タフマタカヴ ィク(Atavmatakavik)は 現 在1人 の人物が保有 して

表4　 イタクマ集落のアタフ

アタフの称号名 所属ナカタム ナウィヴィサケア ンにおける担当 ナカタム

Atavrualima Weitas Hananbangalam, Kamalalam, Malakot,

Sangava, Weitas

Atavmata Bwatam Dovea, Poloamor

Atavmatakavik Bwatam Bwatam

Atavnawota Morou Morou

Ataywus Kamavo Kamavo
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いる。 したが って,イ タクマ集落 には実質的には4人 のアタ フがいることにな る。通

常 各集落 には このよ うに複数のア タフがお り,先 のパ コアとオー グス トの例か らも分

かる ように,そ れぞれの アタフに よってその保有す るバ ガサ ラの知識は異 なる。

3.3.称 号 の段階 的継 承 に よるナ タン ガ ラサへ の対応

　 ナタン ガ ラサは全ての称号に付随す る。 しか し,そ れぞれの称号 に付随す るナタン

ガ ラサには称号 に応 じて強弱がある とされ る。具体的には,大 ナ ウォタの称号に付随

す るナタ ンガラサが もっとも強力であ り,次 いで中ナ ウ ォタの称号 のナタ ソガラサ,

そ して小 ナ ウォタの称号のナ タンガラサ とい う順にな ってい る。

　大 ナ ウォタや 中ナウ ォタの称号 を継承す る者は,そ れ らの称号 の継承前 にあ らか じ

め別 の称号を持つ場合があ る。通常 この称号は,小 ナ ウ ォタの称号 である。た とえば

イタ クマ集落 の場合について例 に とるな らば,同 集落の大ナ ウォタの称号であ るテ ィ

ポ ロアマ タ(Ti-Poloamata)や ポ ロアモル(Poloamor)・ ナ カタムを率 いる中ナ ウ

ォタの称号 であ るバ ク(Pwaku)を 継 承す る者は,そ れ らの称号 を継 承す る前 に別

の小 ナ ウォタの称号を保 有 していた。 この ように将来継承する称号 の前に別の称 号を

持つ のは,称 号継承者にあらか じめ集落や ナカタムを代表す るナ ウォタにな ってか ら

すべ き様hな 役割に対す る心　 xと 自覚 を植 え付け るとともに,将 来継承す る称 号に

付随す る強力 なナタン ガラサに備 え させ るためであ るとい う。 これを換言す ると,テ

ィポ ロアマタやバ クな どの称 号には強力 なナタ ンガラサが付随 しているので,い きな

りそ うした称号を得てそのナ タンガラサに よって病気にな らない ようにす るために,

まず ナタ ンガラサの相対 的に弱い小ナ ウォタの称号を持つ ことでナタ ソガラサにいわ

ぽ体 を馴 らす のであ ると言え る。

　 こ うした称号の段階的継承 の例 は,イ タ クマ集落では各ナカタムを率い る中ナ ウォ

タの称号 の うち五つにおいてみ られ た。 これ について,称 号保有者 の名前,各 自の属

す るナカタム,現 在保有す る称 号,将 来継承す る称号を表5に 整理 した。

　将来継承す る称号の前に別 の称号 を持つ場合,そ の称号の取得 の仕方には2通 りの

方法 がみ られ る。 まず一つは,ダ ニエル(Danie1)と モ ー ビス(Moses)の 例 である

(表5)。 これ らの例 では,2人 の父がその所属す るナカタムの称号 を与 えてい る。

す なわ ち,ダ ニエルの場 合は彼 の父が ブ ワタム ・ナ カタムの称号 を,モ ーゼスの場 合

は彼 の父が ハナ ンバ ンガ ラム(Hananbangalam)・ ナ カタムの称号 をそれぞれ与 え

ている。

　 もう一つは,ア リック(Alick),カ ロ(Kalo),ウ ィ リー(Willie)の 例 であ る。 こ
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　　　　　　　　　　　　　　　 表5　 称号の段階的継承

名 前 所属ナカタム 現在保有する称号 将来継承する称号

Alick Morou Tarisongaliu Baenaman

Daniel Bwatam Tarisoner Mariwotaliu

Kalo Dovea Maripopongi Ti-Poloamata

Moses Hananbangalam Maripopongi Marakitatan

Willie Poloamor Tarisongamor Pwaku

の うち カ ロの例 では,エ ウタ(Euta)集 落 に住む彼 の母 の兄弟 たちが,彼 らのナ カ

タムの称号を カ ロに与え ている。 ウィ リーの例 も,彼 の母 の兄弟た ちが,彼 らの所属

す るブ ワタム ・ナカタムの称 号を与え ている。 また,ア リックの例 では,彼 の母方オ

ジのカ ロリス(Kaloris)が,自 らの保有 していた称号を与え てい る17)。こ の ように ア

リックとカ ロお よび ウ ィリーの場合 は,母 方 オジが称号の与え手 とな っている18)0

　 母方 オ ジ(1010)は,トン ゴア社会の様 々な局面において重要な役割を果たす。た

とえば上 に述べた称号の与え手 としての役割 をは じめ,姉 妹の息子 の成人儀礼 では豚

を贈 り,そ のひげを剃 るな どの役割を果たす。また,母 方 オジ と姉妹 の息子の間では,

特 に姉妹 の息子 が生 まれてか ら成人儀礼を迎 えるまでの間,身 体的な接触 が忌避 され

る。 もし,接 触が起 きた場合には,接 触 した側 がされ た側 に ゴザな どを贈 らねぽなら

ない19)。

　 父や母 方 オジか ら称 号を与 え られ る場合,そ の際 に行 われ る儀礼 をナキ ナ トヴェ

(nakinatove)と い う。 この儀礼は,称 号継承の際に行われ るとい う点 で,前 節 で述

べた ナヴィヴィサ ケア ソと同 じような もの と して位置 づける こともで きる。 しか し,

人 々の間では,将 来大 ナ ウォタや 中ナ ウォタにな ると予想 され る者が事前に小 ナウォ

タの称号を与え られ る際 に行われ る儀礼のみが ナキナ トヴェと呼ぼれ,そ のほかの称

号継承 の際に行われ るナ ヴィヴィサ ケア ンとは明確に区別 され ている。 したが って,

生 涯 にわた って小ナ ウォタの地位 に留 ま り,将 来大ナ ウ ォタや中ナ ウォタにな る見込

みのない者が小 ナウ ォタの称号 を継承す る際に行 う儀礼はナ ヴィヴィサケア ンであ っ

てナキナ トヴ ェではない。

　 ナキナ トヴ ェのプロセスは,称 号取得者か ら称号の与え手に対す る贈 り物 の贈与 と

共食か ら構成 され るご く簡 単な ものである。儀礼の際に贈 られ る物は豚 とゴザであ り,

称 号取得者 は称号 の与え手に対 して与 え られた称号 と引 き替えに準備 した豚 を殺 し,

ゴザ とともに贈 らねぽな らない。
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4.称 号 の 継 承

4.1.大 ナ ウ ォ タ

　本章では,具 体的な事例塗提示 しながら大ナウォタ,中 ナウォタ,小 ナウォタの順

にそれぞれの称号の継承過程について明らかにする。まず本節では,大 ナウォタの称

号について取 り上げる。既に表3に 示 したように,ト ンゴアには各集落にそれぞれ1

人ずつ計14人 の大ナウォタが存在する。本節の論述を進める際に依拠するのは,こ の

14人の大ナウォタが持つそれぞれの称号に関する事例である。

　14の事例は,大 別 して二つのグループに分けることが可能である。一つは父親から

その長男に称号が継承されているものであ り,も う一つはそれ以外,つ ま り必ず しも

父親からその長男に称号が継承されてはいないものである。前者の例 として,こ こで

はイタクマ集落の大ナウォタの称号,テ ィポロアマタに関する事例を提示する。

【事例1】 イタクマ集落のティポロアマタ称号

　 この称号の先代保有者は,妻 との間に3男2女 をもうけた。 しか し,長 女 と長男は幼い

うちに死亡してしまった。先代ティポロアマタ夫妻の実質的な長男として育 った次男は,

若 い頃はヴァヌアツの島々を結ぶ貨物船の船員として働いていた。その後,父 からトンゴ

アに戻 るように言われて故郷に帰 り,長 老派教会のミッション・スクールで子供たちに読

み書きを教え るようになった。彼はその時の教え 子の1人 であるエウタ集落の女性 と結婚

した後,イ タクマ集落のナンバエ ・二 ・ナウォタラム(na〃tbae　ni　nawotalam)の 合意を得

て1961年 に父から称号を継承 した　20)0そして現在に至るまで称号を保有し,大 ナウォタの

地位にいる。なお,彼 の父である先代ティポロアマタは2人 兄弟の長男であり,彼 もその

父(現 保有者の祖父)か ら称号を継承している。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 コ

　 このテ ィポ ロアマ タの事例 の ように父親か らその長 男(生 存 してい る最年長男子)

へ 称号が継承 されている事例 は計8例 あ り,全 部 で14例 あ る事例の過半数以上 を占め

る。 八 つ の事例 の うち テ ィポ ロアマ タ以 外 の事 例 は,エ ウタ集 落 のバ エナ マ ン

(Baenaman),マ ンガ リス(Mangarisu)集 落 のテ ィ トンゴアマ タ(Ti-Tongoamata),

マ タン ギ(Matangi)集 落 の ウサ モ リマ タ(Usamorimata),メ リウ集落 のテ ィマタ

ソマタ(Ti-Matasomata),ペ レ集落のマ ラキ プ レマ タ(Marakipulemata),ラ ヴ ェン

ガ(Ravenga)集 落 の マ レイ ス(Maleisu),ウ ォ ラ フ ィウ集 落 の タ リポ ア マ タ

(Taripoamata)の 七 つ の称 号に関す る事 例であ る。いずれ の場合 も,事 例1の 如 く
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現在 の称号保有者 の祖父か らその長 男であ る現保有者 の父,そ してそ の長男であ る現

保有者へ と称号は継承 され ている。ただ し,こ こで留意 しておかねばな らないのは,

これ ら八つ の事例のいずれにおいても,あ たか も自動 的に父親 か らそ の長男へ称号が

継承 されてい るのではない ことである。すなわち,ど の事例 において も,事 例1の 場

合 のよ うに,そ れぞれの集落 のナ ソバエ ・二 ・ナ ウォラタムの合意の下に長男への称

号継承が実現 しているのである。

　 ここで,ナ ンバエ ・二 ・ナ ウォタラムについて説 明を加 えておきたい。 ナ ンバエ ・

二 ・ナウ ォタラムは ,大 ナ ウォタ と中 ナウ ォタに よって構成 され る集 ま りであ り,ト

ンゴアの どの集落に も存在す る。 ナン バエは頭 を指す語 であ り,ナ ソバエ ・二 ・ナ ウ

ォタラムを直訳す ると 「大 ナ ウォタの頭 」 とな るが,人hは しば しば 「大 ナウ ォタの

活動を支え る集団」 とい う表現 を用いて説 明す る。

　 ナン バエ ・二 ・ナ ウォタ ラムは,集 落内の もめ事 の調停や,集 落単位で行 う教会 や

集会所の建設 をは じめ とす る共 同作業の実施な どに際 して,合 議に よって様 々な意 思

決定を行 う。た とえば集落 内で暴力沙汰が起 きると,そ の数 日後に大ナ ウ ォタの呼び

かけに よ り集落の広場 で 「伝統的裁判」が開かれ る。 この裁判では,加 害者側 と被害

者側の言い分や参加者 の意見 などが披露 され,そ の後 当事者に しか るべ き 「判決」 が

下 され る。ほ とん どの場合,「 判決」 に よって加害者側 は被害者側へ豚や ゴザ,カ ヴ

ァ,各 種作物 な どを支払 うこ とにな る。 この よ うな裁判 にお いて進行を司 り,「 判決」

を言い渡すのは大ナ ウォタであ り,彼 がイ ニシアテ ィヴを発揮す る局面が 目につ く。

しか し,加 害者側 から被害者側へ支払われ る豚や ゴザ の数の指定な どを含む 「判決」

内容の決定は,ナ ンバエ ・二 ・ナウ ォタラムの メンバ ーが合議で行 う。

　 この よ うに,集 落 の様hな 事象に関す る重要事項は,ナ ンパエ ・二 ・ナ ウォタラム

におけ る討議を経て,構 成 メソバー全員 の合意 の下 に決定 され る21}0そ して,こ うし

た手続 きは,大 ナ ウォタの称号継承 の場合 に もとられ るのであ る。すなわち,大 ナ ウ

ォタの称号継承 に際 して,次 期大ナ ウォタとなる者は ナ ンバエ ・二 ・ナ ウ ォタラムに

おいて正式 に決定 され るのであ る。3.3.で 明 らかに した よ うに,将 来大 ナ ウォタ とな

る者は,大 ナ ウォタの称号を継承する前 に別 の小 ナ ウォタの称号を持 つ ことがある。

この場合,小 ナ ウォタの称号は母方オ ジや父か ら与え られ る。 したが って,称 号を与

えることを決 めるのは,彼 の母方オ ジや父 な どである。 しか し,彼 がい よい よ大 ナウ

ォタの称号 を継承す る段にな ると,彼 が大 ナ ウォタにふ さわ しい人物か ど うか ナソバ

エ ・二 ・ナ ウォタラムにおいてあ らためて討議が行われる。 そ して,も し大 ナウォタ

にふ さわ しくないと判断 された場合 には,た とえ彼がそれ以前 に将来大 ナウ ォタにな
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る場合に備えて小ナウォタの称号を与えられていたとしても大ナウォタの称号を継承

することはできず,合 議の下に選ばれた別の者が大ナウォタとなるのである。

　大ナウォタは将来自らの保有する称号をどの若者に受け継がせたいか,あ らかじめ

表明していることが多い。そして,大 ナウォタの意向に同意する形で,若 者の父や母

方オジが若者に称号を与えるのである。 しかし,彼 が正式に次期大ナウォタとして認

められるか否かは,ナ ンバ舌 ・二 ・ナウォタラムの判断にかかっている。したがって,

大ナウォタの意向は参考にはされるが,ナ ンバエ ・二・ナウォタラムによって覆され

て しまうこともある。 この点で,事 例1の ような父親からその長男への称号継承も,

ナンパエ ・二 ・ナウォタラムの合意がなければ実現 していなかった可能性もあると言

える。実際,現 在ティポロアマタ称号を保有するイタクマ集落の大ナウォタは,も し

事例1に 示した経緯 とは異なり,彼 が父の言葉を無視 してそのまま船員 として働き続

けていたならば,父 は自らの忠告にしたがわない我がままな息子を称号継承者に選ば
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

なかったであろうし,万 一選んだとしても,ナ ンバエ ・二 ・ナウォタラムは船員とし

てヴァヌアツ各地を転々とし,ほ とんど集落に戻らない者を集落を代表する大ナウォ

タとして選出することに合意しなかったであろうと述べていた。

　 このように,称 号保有者に長男がいたにもかかわらず,ナン バエ ・二 ・ナウォタラ

ムが合意 しなかったため,長 男以外の者に称号が継承された例 も実際に存在する。 こ

うした例を含めて,次 に必ずしも父親か ら長男へ称号が継承されていない事例につい

て提示することにしたい。このような事例は,以 下に挙げる六つの称号に関して見出

す ことができた。

【事例2】 ボンガボンガ集落のティトンゴアロト

　　　　　 (Ti-Tongoaroto)称 号

　この称号を現在保有する男性の曾祖父(父 の父の父)の 父に

は2人 の息子がお り,長 男(現 称号保有者の曾祖父)が 父の保

有 していた称号を継承 した(図3)。 そ して,こ の長男からさ

らに彼の長男(現 保有者の祖父)が 称号を継承した。現保有者

の祖父には息子が1人 いたが(現 保有者の父),彼 は長老派教

会の牧師であ り,エ ビ(Epi)島 に居住するなどヴァヌアツ各

地に点在する教会で牧師としての活動を行っていた。このため

彼はほとんどボンガボンガ集落に戻ることがなく,同 集落のナ

ンバエ ・二・ナウォタラムは彼を称号継承者にふさわ しくない

とみなした。そして,彼 の代わ りに,現 保有者の曾祖父の弟の

孫を称号継承者(先 代保有者)に 選んだのである22)0この後,

称号は現保有者に継承された。先代保有者から現保有者に称号

図3　 ティトンゴアロ

　　　 ト称号の継承
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が継承される際には,先 代保有者の息子も称号継承者の候補に挙がったが,ナ ンバエ ・二 ・

ナウォタラムは現保有者の方が大ナウォタにふさわ しい人物であると評価 し,称 号継承者

に選んだ23)0

【事例3】 クルマンブウェ集落のタリポアマタ称号

　この称号は,当 初現在の保有者の父が保有 していた。彼の死去に伴い,そ の後称号は彼

の2人 の息子の うち長男がまず継承した。 しかし,長 男は若いうちに死去 してしまい,ク

ルマンブウェ集落のナンバエ ・二 ・ナウォタラムは彼の弟(現 保有者)を 称号継承者に選

んだ。なお,死 んだ長男には息子がいたものの,ま だ幼かったためにナソバエ ・二 ・ナウ

ォタラムによって称号継承者にはふさわ しくないと判断された。

【事例4】 ルンブクティ(Lumbukuti)集 落 のティナソプアマタ(Ti-Nambuamata)称 号

　 この称号を現在保有する者の祖父(父 の父)は,そ の父(現 保有者の曾祖父)が 保有し

ていた称号を継承する意向を表 してお り,父 も彼の称号継承に同意 していた。 しかし,現

保有者の祖父は集落の人々のことを顧みず,自 分勝手な性格であった うえ,人 々を統率す

る能力を著 しく欠いていた。このためナンバエ ・二 ・ナウォタラムは,当 時ルンブクティ

集落に常駐していた長老派教会の宣教師の助言を得て,同 集落のコラ(Kora)と い う男性

を称号継承者に選んだ。 コラは,彼 の前の称号保有者,す なわち現保有者の曾祖父とは異

なるナカタムの成員であった。彼はサソト(Santo)島 にあった長老派教会の牧師養成学

校で学び,ナ ース トラリア ・クイーンズラソドのプランテーショソで働いた経験を有 して

お り,サ ン トやオース トラリアといった トンゴアの外の世界に関する広い見識 とキ リス ト

教に関する深い知識に 目をつけた宣教師が称号継承者の選出の際にコラを強 く推 したとさ

れる。 コラの死後,称 号は現保有者の父,そ してその長男の現保有者に継承された。

【事例5】 ルパレア(Lupalea)集 落のファソダヌ(Vandanu)称 号

　 この称号の先代保有者は,そ の父から称号を継承した。 しか し,先 代保有者には養子を

含めて息子がいなかった。このため彼の死後,ク ルマンブウェ集落の男性が称号を継承 し

た。 この男性は先代保有者との間に血縁関係を有するとのことであったが,詳 しい情報を

得 ることはできなかった。現在称号を保有 しているこの男性が称号を継承する際には,彼

を含めて数名が称号継承老の候補に挙がったが,ル パレア集落のナンバエ ・二 ・ナウォタ

ラムは他集落出身であるにもかかわらず現保有者を大ナウォタにふさわ しい人物 とみなし,

称号継承者に選んだ。

　 【事例6】 パニタ(Panita)集 落のマタ リリウ(Matariliu)称 号

　 この称号を現在保有する男性には,3人 の兄がいた。称号はまず彼の父から長兄に継承

され,長 兄の死後次兄に継承された。 しか し,次 兄もほどなくして死去 したため,末 の弟

である現保有者に称号は継承された。現保有者が称号を継承する際に,彼 のす ぐ上の兄(3

番 目の兄)や 死んだ長兄の息子も称号継承者の候補 となったが,ナン バエ ・二 ・ナウォタ

ラムはす ぐ上の兄については病気がちであるとの理由から称号継承者にふさわ しくないと

した。ただし,長 兄の息子に関 しては,彼 を称号継承者にすべきだとの根強い主張がナン

バエ ・二・ナウォタラムの一部のメソバーたちの間にあった。そして,ナ ンバエ ・二 ・ナ
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ウォタラムにおいて十分な合意が得られないまま現保有者が称号を継承したと批判する彼

らと,現 保有者を推していたメンバーたちの間において,現 在に至 るまで深刻な対立 と論

争が続いている。

【事例7】 プラウ(Puraul)集 落のタリサ リウ(Tarisaliu)称 号

　 この称号は,現 保有者り祖父(父 の父)の バラン(Balang)と い う男性が保有 していた。

しかし,バ ランは集落の人々をまとめ,彼 らの世話をするという大ナウォタに必須の責務

を十分に果たすことができなかった。そのため,彼 は特にプラウ集落のある男性の助言と
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

サポートを受けながら大ナウォタの地位に留まっていた。 この男性のバラソとの具体的な

血縁関係は不明だが,彼 はバランとは異なるナカタムの成員であったという。バランの死

後,ナ ソバエ ・二・ナウ満タラムはバ ラソを支えた上記の男性を,大 ナウォタとしての資

質 と経験が十分にあるとみな して称号継承者(先 代保有者)に 選んだ。バランには息子が

いたが未だ幼かったため,ナ ンバエ ・二 ・ナウォタラムV'よ って称号継承老 として不適格

とされた。先代保有者が飛去した後,称 号は現保有者であるバ ランの孫(バ ランの長男の

長男)に 継承 された。なお,バ ランの息子,す なわち現保有者の父は,先 代保有者が大ナ

ウォタの地位にいる間に着 くして死去 したため,称 号を保有することはなかった。

　以上に提示 した六つの事例のうち,事 例5以 外の五つの事例において,称 号保有者

に長男を含む息子がいるにもかかわ らず,息 子以外の別の者に称号が継承 されている。

これは,事 例からも分かるように,ナ ンパエ ・二 ・ナウォタラムが称号保有者の息子

を大ナウォタになる人物としてふさわ しくないと判断 したためである。こうした否定

的な判断の根拠は事例のなかで簡単に言及 した通 りだが,そ れを踏まえて逆に称号継

承者,す なわち大ナウォタとしてふさわ しい人物について指摘するならば,集 落の人

々に対 して配慮と世話を怠らず,彼 らをまとめ率いていく能力を持つ者とい うことに

なる。事例においては幼かった り(事 例3と7),病 弱である(事 例6)た めに称号

継承者 として不適格とされた例が 目につ くが,こ れも年齢的に成熟 していなかった り

病気がちであることによって,上 に指摘 したような能力に欠けると判断されたためで

あろう。他方で,事 例2の 長老派教会の牧師であった男性(現 称号保有者の父)は,

人格的な点では大ナウォタとして申し分ない人物であったとされるが,事 例で触れた

ように職業上自らの集落に長期間留まることができなかったため称号継承者に選ばれ

なかった。なお,六 つの事例のなかで,事 例4は 称号継承者選出の際に宣教師が介入

している点でほかに類例がない。こうした事態が生じた背景 として,長 老派教会がル

ンブクティ集落を拠点として トンゴアでの布教活動を展開してきた歴史的経緯などを

考慮に入れる必要があるが,と もあれこの事例からは トンゴアの人hの 生活世界に対

するキ リス ト教の浸透度の深さを垣間見ることができる2a)0

288



白川　　ヴァヌアツ ・トンゴア社会における称号制度

　事例からも明らかなように,称 号保有者の息子以外の者に称号が継承される場合,

継承者 となった者は先代保有者の兄弟であった り(事 例3と6),先 代保有者 とは異

なるナカタムの出身者であった り(事 例4と7),他 集落の出身者であるなど(事 例

5),事 例に応 じて様hで ある。人々も,ど のような人物がナソバエ ・二 ・ナウォタ

ラムによって称号継承者の候補に選ばれ,大 ナウォタとなるかは,そ の時の状況によ

って左右されるため一概には分からないという。ただ し,称 号保有者に息子がいる場

合には,一 般的にまず彼が称号継承者 としてふさわ しい人物かどうか吟味されるとい

う。そして,ナ ソバエ ・二 ・ナウォタラムによってふさわしくないと判断された場合,

別の者が称号継承者の候補 となる。

4.2.中 ナ ウ ォ タ

　 次に本節 では,中 ナ ウォタ,す なわ ちナカタムを率い るナ ウ ォタの称号 の継承につ

いて明らか にす る。 ここでは,イ タクマ集落 の中ナ ウォタに関す る事例 を提示す る。

既 に表2に 示 した よ うに,イ タ クマには10の ナカタムが存在す る。この うち ドヴェア ・

ナ カタムを率 いるナウォタ,テ ィポ ロアマタはイタ クマ集落の大ナ ウォタで もあ り,

そ の称号 の具体的な継承過程 については既 に前節で事例1と して提示 したため,本 節

で再度触 れ る こ とは しな い。 一 方,ハ ナ ンバ ソガ ラム ・ナ カ タムは,マ ラキ プ レ

(Marakipule)と マ ラキタタ ン(Marakitatan)と い う称号を有す る2人 の中ナ ウォタ

に よって率 いられ ている25)0し た がって本節 では,テ ィポ ロアマタを除 きマ ラキプ レ

とマラキ タタンを加えた合計10の 中ナ ウォタの称号について,そ の具体的 な継承過程

を明らかにす る。以下 ではまず,こ れ らの称号の継承過

程を事例として順次提示する。

　【事 例8】 ブ ワタム ・ナ カタ ムのマ リウ ォタ リウ

　　　　　　 (Mariwotaliu)称 号

　現在 この称号を保有 しているカロの曾祖父には2人 の

息子がお り,長 男のサムエル(Samuel)が 父 の保有 して

いた称号を継承 した(図4)。 サ ムエルにはやは り息子が

2人 お り,称 号は長男の トアラ(Toara)が 継承 した。そ

の後称号は トアラから彼の次男のカロに継承 される予定

であったが,ト アラが死去 した時,カ ロは既に成人 して

いたにもかかわらず,未 だ称号を継承 した くないとの意

志を示 した。そこで,称 号は死んだ トアラの弟であるモー

ゼスが継承 した。その後称号は,カ ロがあらためて継承 図4　 マ リウ ォタ リ ウ称 号

　　　　の 継 承

　　　　　　　　　　　　　 289



国立民族学博物館研究報告　 23巻2号

する意志を表した際に,彼 に継承された。なお,カ ロには兄がいたが,養 子Vy出 されたの

で,実 質的に長男として育ったカロが称号を継承 した。

【事例9】 ハナンバ ンガラム・ナカタムのマラキプレ称号

　現在この称号を保有している トム(Tom)は 長男であ り,父 の トンプソソ(Tompson)

か ら称号を継承 している。 トンプソソが称号を保有する以前は,ハ ナソバソガラム ・ナカ

タムの トアラという男性が保有者であった。 しか し,ト アラY'は養 子を含めて息子がいな

かった。このため,ト アラが死去 した際に当時ハナンバ ンガラム ・ナカタムのもう一つの

中ナウォタの称号であるマラキタタンを保有していたソコト(Sokoto)は,彼 がマラキタ

タン称号 とともにマラキプレ称号も保有すると宣言 した。 ところが,こ れを無視して トソ

プソンもまたマラキプレ祢号を保有すると宣言 したのである。 ソコトは トンプソンによる

称号の継承を認めないと主張 したが,イ タクマ集落のほかのナカタムの人hは トンプソン

の方を実質的な称号継承者と認識するようになった。 こうした経緯により,ハ ナソバンガ

ラム ・ナカタムのメンバーの間ではマラキプレ称号の継承に関して現在に至るまで論争が

続いている。なお,ト ンプソンはハナンバ ンガラム・ナカタムの成員であったが,彼 と ト

アラやソコトとの血縁関係について詳細は不明である。

【事 例10】 ハ ナ ンバ ンガ ラ ム ・ナ カタ ムの マ ラキ タ タ ン称 号

　 か つ て この 称 号 を 保 有 して い た マ ラキ ア テ ィ(Marakiati)と い う男性 に は,2人 の息 子

が いた 。 しか し,2人 とも;幼い うち に死 亡 して しま った。 この た め,マ ラキ アテ ィは モロ

ウ(Morou)・ ナ カ タ ム の 男性 か ら ソ コ トとい う名 の 男 児 を 養 子 に と り(事 例9の ソコ ト

と 同一 人 物),成 長 した ソコ トが マ ラキ アテ ィの保 有 して い た 称 号 を 継 承 した。 ソ コ トには

一 人 息 子 が お り
,こ の息 子 が ソコ トが 死 去 した際 に称 号 を 継 承 し,現 在 ま で保 有 して い る。

【事 例11】 カマ ラ ラム(Kamalalam)・ ナ カ タ ム のサ テ ィ アマ タ(Satiamata)称 号

　 当初 こ の称 号 を保 有 して い た パ コア とい う男 性 は,ほ か の イ タ ク マ集 落 の 男 性 た ち と と

も に マ レ ク ラ島や エ ビ島 な どに豚 を売 りに 行 った 帰 路,エ ビ島 付 近 で ボ ー トの 沈 没 事 故 に

遭 い死 んで し ま った 。事 故 の後,称 号 は パ コア の長 男 ア ヴ ス(Avus)に 継 承 され た(図5)。

しか し,ア ヴス に は 子 供 が 女 児1人 しか い な か った 。 この た め,称 号 は ア ヴ ス の弟 ソウ ソ

ウ(Sousou)の2人 の 息子 の いず れ か に継 承 され る こ とに な り,ア ヴス と ソ ウ ソ ウを は じ

めカマララム ・ナカタムの小ナウォタや長老たちは継

承者を誰にするか議論を行った。当初は ソウソウの長

男が有力候補であったが,彼 も交えてさらY'　 論が行

われた結果,称 号は次男めアリックに継承 されること

になった。 これは,首 都に行ったきりイタクマ集落の

ことを顧みず トンゴアにほとんど戻ってこないアリヅ

クをみて,彼 の父や兄,そ れにアヴスをはじめとした

カマララムの小ナウォタや長老たちが,サ テ ィアマタ

称号の保有者になれぽアリック も トンゴアに戻 り,率

先 してカマララムの人々の面倒をみるようになるだろ

うと判断 したためであった。これ以降現在Y'至 るまで
図5　 サティアマタ称号の継承
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ア リックは称号を保有しているが,当 初の目論見はものの見事にはずれ,彼 は相変わらず

首都に生活の基盤を置き,ト ンゴアにはほとんど戻っていない。

【事 例12】 カ マ ヴ ォ(Kamavo)・ ナ カ タ ムの テ ィマ タ ソ(Ti-Mataso)称 号

　 現 在 この 称 号 を 保 有 して い る ジ ョエ ル(Joel)の 祖 父 は,事 例11で 言 及 した ボ ー トの 事

故 に遭 い 死 亡 した が,そ の際 に 称 号 は 長 男 の シ リ(Siri)に 継 承 され た 。 称 号 保 有 者 とな

った シ リに は2人 の 息 子 が お り,称 号 は さ らに 長 男 の ノエ ル(Noel)に 継 承 され た 。 しか

し,ノ エ ル は 生 涯 独 身 で あ った た め に 子 供 が お らず,彼 の死 後 称 号 は 弟 の ジ ョエ ルに 継 承

され た。

【事 例13】 マ ラ コ ッ ト(Malakot)・ ナ カ タ ムの テ ィナ ンプ ア(Ti-Nambua)称 号

　 現 在 こ の称 号 を保 有 して い る ジ ェー ムズ(James)の 曾 祖 父 は,称 号 を 保 有 した ま ま妻

と と もに オ ー ス トラ リア の クイ ー ソズ ラ ソ ドに渡 り,ト ソ ゴア に 戻 らな か った 。 しか し,

彼 の長 男 で オ ース トラ リア生 まれ の ジ ョー ジ(George,ジ ェ ー ム ズ の祖 父)が 成 長 した後

に トソ ゴ アに 戻 り,称 号 保 有 者 と な った 。 そ の後,称 号 は ジ ョー ジの 長 男,そ してそ の長

男 で現 保 有 者 の ジ ェー ム ズへ と継 承 され た。

【事例14】 モ ロ ウ ・ナ カ タ ムの バ エ ナ マ ン称 号

　 当 初 この 称 号 は,モRウ ・ナ カ タ ム の ハ リー ・ブ ラ ウ ン(Hurry　 Brown)と い う男性 が

保 有 して い た。 彼 に は1男4女 が あ り,称 号 は 息 子 の トア ラ ・ダ ニエ ル(Toara　 Daniel)

が 継 承 した 。 しか し,称 号 保 有 老 とな っ た トア ラ ・ダ ニエ ル に は,子 供 が 娘1人 しか い な

か った。 この た め彼 は 姉 の 息 子 を 養 子 に し,や が て彼 に 称 号 を 継 承 した 。

【事例15】 ポロアモル ・ナカタムのバク称号

　この称号の先代保有老ベリー(Berry)

の曾祖父に当た る男性には女児 しかお

らず,彼 は ドヴェア ・ナカタムからカ

ス(Kas)と い う男児を養子にとった(図

6)。 カスは実質的な長男として育てら

れ,や がて称号を継承する。 しか し,

カスは妻 との間に子供をもうけぬ うち

に,ボ ー トの沈没事故に遭い死亡 して

しまった。 この事故の犠牲者には,事

例11で 言及 したサテ ィアマタ称号の保

有者や,事 例12で 言及 したティマタソ

称号の保有者 も含まれていた。残 され

た カ ス の妻 は そ の 後 ウ ェイ タ ス

(Weitas)・ ナカタムの男性との間に4

男1女 をもうけ,長 男が称号を継承 し

た。そ して,彼 からさらにその長男で

あるベ リーが称号を継承 したのである。
図6　 バク称号の継承
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称号の先代保有者であったベ リーが死去した時,彼 の3人 の息子たちはいずれも成人 し,

長男のウィリーは結婚 しで子供 もいた。ベ リーは生前ウィリーに称号を継承する意志を表

していたが,ベ リーが死去 した時にウィリーは首都で従事している仕事にもうしばらくの

間打ち込みたいと言い,称 号を継承しなかった。このため,現 在はベ リーの妻(ウ ィリー

の母)が 称号を保有 している。将来的には,ウ ィリーが彼女から称号を継承する予定であ

るとい う。

【事 例16】 サン ガ ヴ ァ(Sangava)・ ナ カ タ ムの テ ィサン ガ ヴ ァ(Ti-Sangava)称 号

　 当初 こ の称 号 は,サ ンガ ヴ ァ ・ナ カ タ ム の ハ リー(Hurry)と い う男 性 が 保 有 して いた 。

彼 に は1男3女 が あ り,称 号 は息 子 に継 承 され た。 そ して,こ の ハ リーの 息 子 か ら さ ら に

そ の 長 男 に称 号 は継 承 され,現 在 に 至 って い る。

【事 例17】 ウ ェイ タ ス ・ナ カ タ ムの テ ィマ キ ラ(Ti-Makira)称 号

　 当 初 テ ィマ キ ラ称 号 を保 有 して い た の は,セ ウ レ(Seule)と い う男性 であ った 。 彼 は ま

た,マ ソエ マ ヌ(Mwsasoemanu)と い うウ ェイ タ ス ・ナ カタ ム の 小 ナ ウ ォタ の称 号 も保 有

して い た 。 セ ウ レに は 一 人 息 子 の チ ャ ー リー(Charlie)が お り,彼 が や が て セ ウ レの 保 右

して い た 二 つ の称 号 を継 堺 した。 チ ャ ー リー に は 妻 が2人 お り,前 妻 との 間 に1男,後 妻

との 間 に1男1女 を も うげ た。 こ の うち,前 妻 との 間 に で きた 息 子 カ リエ(Karie)が テ ィ

マ キ ラ称 号 を,ま た 後 妻 どの 間 に で きた息 子 トア ラが マ ソエ マ ヌ称 号 を 継 承 した 。 テ ィ マ

キ ラ称 号 を 継 承 した カ リ等 は,そ の後 働 きに 出 て い た ニ ュー カ レ ドニア の ヌ メ アで 死 去 し

た が,彼 に は息 子 が1人 お り,将 来 的 に は この息 子 が 称 号 を 継 承 す る予 定 で あ る と い う。

　以上,こ こでは中ナウォタの称号の継承に関して,イ タクマ集落における10の称号

の具体的な事例を提示 した。事例からも分かるが,大 ナウォタの場合 と同様に,中 ナ

ウォタの称号においても父親からその長男へ称号が継承されている場合が多い。たと

えば,全 事例の過半数を占める事例10,13,14,16,17の 五つの事例では,父 親から

その長男にのみ称号が継承され,ほ かの継承形態はみられない。ただし,こ れ らの事

例からも明らかなように,「長男」のなかには実子だけではな く養子も含まれる。そ

して,こ うした例からも窺 うことができるが,称 号保有者に息子がいない場合,称 号
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 コ

保有者は将来自らの称号を継承するために男児を養子にとることがある。

　 しかし,以 上のような父親から長男へという形以外の継承形態もまた,提 示 した事

例には見出すことができる。こうした形態は,事 例9や12の 場合のように,称 号保有

者に養子を含めて息子や子供がいない場合,必 然的に生 じるものと言える。 しか し他

方で,称 号保有者に長男がいる場合でも,称 号保有者から長男以外の者に称号が継承

されている事例がある。こうした事例においては,事 例8や15の ように,称 号継承の

候補者である称号保有者の長男が,将 来的には称号を継承する用意があるものの,一
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時的に当座の継承を見送った際に,彼 以外の者に称号が継承されている。

　 これに対 して,事 例11に おいては,事 例8や15の 場合のように称号保有者の長男が

称号の継承を一時的に見送ったのではなく,完 全に別の者,す なわち称号保有者の次

男に称号が継承されることに同意 している。 この事例においては,首 都に行 ったきり

イタクマに戻ってこず,集 落のことを顧みない次男を トンゴアに戻って来させるため

に,彼 に称号が継承されている。こうした経緯による長男以外の者への称号継承はほ

かに例がなく,イ タクマの人々の間でも特殊な例 として認識されているが,と もあれ

この事例 と事例8や15か らは,必 ずしも称号保有者の長男ではなく,そ れ以外の者に

称号が継承される場合も十分あ り得ることを窺い知ることができる。

　一方,先 に提示 した事例に関しては,そ の全てにおいて同じナカタムに属する者の

間で称号の継承が行われているという点も指摘することができる。称号保有者の長男

以外の者が称号継承者となった例では,称 号保有者からその兄弟や長男以外の息子に

称号が継承 されている例が多いが(事 例8,11,12),彼 らは全て称号保有者 と同 じ

ナカタムに属す者である。 また,事 例9の トンプソンも,詳 細な血縁関係は定かでは

ないが,彼 の前の称号保有者であった トアラと同じナカタムに属している。他方で,

事例15は それ以外の事例 とは異な り,女 性が称号継承者となっている。 しか し,こ の

事例において称号継承者 となった女性は称号保有者であった男性の妻であり,男 性と

同じナカタムに属す者である。 したがって,こ の事例においても,称 号は同じナカタ

ムの成員間で継承されている。

　女性が称号継承者 となっている事例は,イ タクマ集落ではこの事例15以 外に小ナウ

ォタの称号において二つの例を確認することができた。この二つの事例は次節で提示

するが,こ れら三つの事例に共通するのは,称 号保有者であった男性の妻が称号継承

者となっている点である。 これに対 して,称 号保有者であった男性の姉妹や娘が称号

を継承 している例はみられなかった。このような傾向に関する人々の具体的な説明は,

未だ得ることができていない。 しか し,称 号保有者の男性の姉妹や娘が結婚するとそ

れぞれの夫のナカタムの成員 とな り,称 号保有者の属するナカタムとは異なるナカタ

ムの成員になってしまうのに対 して,称 号保有者の男性の妻はその男性と結婚するこ

とによって彼 と同じナカタムの成員になるとい う事実は指摘 しておきたい。すなわち,

女性に称号が継承 される場合には,称 号保有者の男性 と同じナカタムに属するその妻

が称号継承者に選ぼれ,同 じナカタムの成員間で称号の継承が行われるのである26)0

　中ナウォタにおいては,大 ナウォタの称号の継承過程において重要な役割を果たす

ナンバエ ・二 ・ナウォタラムに相当する集まりが存在 しない。称号継承者の選出に関
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しては,称 号保有者 と同じナカタムに所属す る小ナウォタや長老たちの合意がある程

度得られている必要があるが,基 本的に彼らは大ナウォタの称号の継承過程における

ナソバエ ・二 ・ナウォタラムのような役割は果たさない。中ナウォタの称号の継承に

おいては,称 号保有者が称号継承者の選出に関して大 きな影響力を持つ。つまり,称

号継承者の選出に称号保有者の意向がかな りの程度反映 されるのである。これに対 し

て,小 ナウォタや長老たちは称号保有者の意向を追認するという形で,称 号の継承過

程に関与することがほとんどである。 したがって,称 号保有者の意向を覆す形で称号

継承者の選出を行 うこともあるナンバエ ・二 ・ナウォタラムと比べるならば,中 ナウ

ォタの称号の継承過程に占める小ナウォタや長老たちの位置づけは小さくかつ消極的

なものと言える。

　 このように,中 ナウォタめ称号の継承においては,称 号保有者が称号継承者の選出

を実質的に取 り仕切る。しかし,こ のように称号の継承が行われるため,称 号保有者

が称号継承者を誰にするか明確な意志表示を しないまま死亡するなどした場合には,

事例9の 場合のように,逆 に混乱が生 じることがある。 こうした場合,称 号継承者を

自認する者が複数現れることによって,ナ カタム内に深刻な葛藤や対立が生 じること

もある。

4.3.小 ナ ウ ォ タ

　次に本節では,小 ナウォタの称号の継承について明らかにする。 ここでも,前 節と

同様にイタクマ集落の事例を取 り上げる。イタクマにおける小ナウォタの称号の数と

名称については,表6に 整理 した通 りである。イタクマ集落の小ナウォタの称号数は

合計55で あったが,こ の うち表7に 示 した如 く25の称号については,調 査時点におい

て保有者がいなかった。つまり,称 号自体は存在するものの,そ の称号を実際に保有

する者がおらず,称 号がいわぽ空位の状態にあったのである。このような事態は,い

くつかの称号に関 しては,調 査時点において先代称号保有者が死去す るなどした後,

次に称号を継承する予定の者が未だ正式な形で称号を継承するに至っていないため,

一時的な形で生起 していた ものである。 しかし,こ のように一時的な形でではなく,

調査時点まで数十年以上の長期にわたって保有者がいない状態にある称号も少なから

ずあった。

　一般的にイタクマ集落の人々は,キ リス ト教が浸透 し始めた前世紀末から今世紀前

半にかけて,集 落の人 口がそれ以前および現在に比べると格段に少なかったと語る。

その要因として,人 々の間には邪術の蔓延などによる疫病の流行に言及する者が多い
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　　　　　　　　　　　　　表6　 イタクマ集落の小ナウォタの称号一
Bwatam 12 Atavimata, Atavimatakavik, Manamori, Mariwota

Mariwotamatiatam, Popongi, Taripoamori, Tarisonabakal

Tarisongaliu, Tarisongamor, Tarisonear, Ti-Makira

Dovea 8 Mwasoemanu, Tapang, Tariliu, Ti-Poloamor

Ti-Poloaroto, Ti-Sa, Tokai, Vira

Hananbangalam 12 Marakiinbet, Marakinawor, Marakirago, Maripopongi

Mator, Mwasoeibat, Mwasoemanu, Mwasoepatiroto

Mwasoetani, Samanearu, Tarikot, Taripoa

Kamalalam 8 Malango, Matui, Satiakoto, Satialiu, Satiamor

Satongi, Taripoa, Tarisongaliu

Kamavo 4 Ataywus, Taparip, Tariliu, Taripoa

Malakot 1 Tarisongaliu

Morou 4 Atavinawota, Mwasoerangi, Tarisongaliu

Ti-Matasomata

Poloamor 1 Mwasoenua

Sangava 2 Mwasoenampau, Ti-Mataso

Weitas 3 Atavrualima, Ti-Makiraroto, Ti-Mataso

称号数合計 55

表7　 調査時に保有者が不在の称号

ナ カ タ ム 称号数 称 号 名

Bwatam 5 Mariwota, Mariwotamatiatam, Tarisonabakal

Tarisongaliu, Ti-Makira

Dovea 4 Mwasoemanu, Ti-Poloamor, Ti-Sa, Vira

Hananbangalam 8 Marakiinbet, Marakinawor, Mator,

Mwasoepatiroto, Mwasoetani, Samanearu,

Tarikot, Taripoa

Kamalalam 6 Satiakoto, Satialiu, Satiamor, Satongi,

Taripoa, Tarisongaliu

Morou 2 Atavinawota, Mwasoerangi

称号数合計 25

が,こ のほかにもブラック ・バーディソグによるオース トラリアなどへの人口の流出

も挙げることができよう。いずれにせよ,こ れらの要因によって小ナウォタの称号を

担 うはずであった集落の成員が減少 した結果,保 有者不在の称号が増加 したと人々は

位置づける27)。これに対 して,彼 らは,以 前に比べて現在は人口が増加しているため,

これまで空位の状態にあった称号もいずれ全てにおいて保有者が決定されるであろう
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と語る。実際,イ タクマ集落では近年,そ れまで保有者不在であった称号に徐々に保

有者を充当する傾向がみられる。このことは,表8に 示 したように,調 査時点におけ

る保有者以前は長期間保有者が不在であった称号が,集 落の小ナウォタの全称号の

23.6パーセントに相当する13に上ることからも窺い知ることができる。

　 さて本節では,調 査時点における保有者以前に長期間保有者が存在 しなかった13の

称号については,未 だ称号の継承が行われていないため,当 面の論述の対象から除外

する。また,調 査時点において保有者が不在であった25の称号も,同 様に対象から外

す。 したがって,本 節ではイタクマ集落における55の小ナウォタの称号のうち,残 り

の17について主に検討を行 う。

　ほかのナウォタの場合と同じように,17の 小ナウォタの称号継承の事例も,父 親か

らその長男に称号が継承されているものと,そ れ以外のものの二つのグループに分け

ることができる。この うち前者のケース,す なわち父親か ら長男へとい う継承形態の

みがみられるのは,七 つの称号においてである。これら七つの称号の名称については,

表9に 示 した。

　一方,残 りの10の称号においては,父 親からその長男へ という形以外の継承形態 も

みられる。これらの称号の名称については,表10に 示 した。以下ではこれら10の称号

表8　 調査時の保有者以前は長期間保有者が不在だった称号

ナ カ タ ム

Bwatam 

Dovea 

Hananbangalam 

Kamavo 

Morou 

Sangava 

Weitas

称号数合計

称号数

3

1

つ
」

う
J

1

1

1

13

称 号 名

Manamori, Popongi, Tarisongamor 

Tapang 

Marakirago, Maripopongi, Mwasoeibat 

Ataywus, Taparip, Tariliu 

Ti-Matasomata 

Mwasoenampau 

Ti-Mataso

表9　 父親から長男へという形態のみがみられる例

ナ カ タ ム

Dovea 

Bwatam 

Hananbangalam 

Malakot 

 Weitas

称 号 名

Tariliu, Ti-Poloaroto, Tokai 

Tarisonear 

Mwasoemanu 

Tarisongaliu 

Atavrualima
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　　　　　　　　 表10父 親か ら長男へとい う形態以外の形態がみられる例一
Bwatam Atavmata, Atavmatakavik, Taripoamori

Morou Tarisongaliu

Kamalalam Malango, Matui

Kamavo Taripoa

Poloamor Mwasoenua

Sangava Ti-Mataso

Weitas Ti-Makiraroto

について,そ の継承過程 を具体的な事例 として順次提示す る。なお,10の 称 号 の うち

ブ ワタム ・ナ カタムのアタ フマタ称号 とアタフマタ カヴィク称号の二つは,調 査 時点

の保有者 まで1人 の者 が両称号を ワソセ ッ トとして同時 に保有 してい る状況であ った

ため,二 つの称 号を一 つの事例 と して提示す る。 したが って,実 際に以下に提示 する

事例は九つである。

【事例18】 ブワタム ・ナカタムのアタフマタ称号およびアタフマタカヴィク称号

　この二つの称号を現在保有 しているのは,パ コアとい う男性であるが,か つてこれらの

称号を保有していたのはパコアの祖父(父 の父)の 弟セウレであった(図7)。 セ ウレは次

男であ り,彼 の兄(パ コアの祖父)は ブワタム・ナカタムを率いる中ナウォタの称号,マ

リウォタリウを保有 していた。セウレには子供たちがいたが,幼 少期に次々と死んでしま

った。このため,二 つの称号はやがてセウレの兄の長男である トアラに継承された(事 例

8の トアラと同一人物)。 トアラは,彼 の父が保有 していたマリウォタ リウ称号 と合わせて

三つの称号を保有することになった。その後,ト アラの保有していた称号のうちマ リウォ

タリウは事例8で 述べたように次男のカロが,ま たアタフマタおよびアタフマタカヴィク

は三男のパ コアが継承 した。パコアは,彼 が現在保有している二つの称号のうちアタフマ

タを彼の長男に,ア タフマタカヴィクを次男に将来与えるつもりであるが,息 子たちの性

格などが称号継承者に値 しないと判断した場合には,

自分の息子ではない別の者に称号を与えることも考

えているという。

【事例19】 ブ ワタム ・ナカ タムの タ リポアモ リ

　　　　　　(Taripoamori)称 号

　この称号の現在の保有者は,ネ ティ(Netty)と い

う女性である。当初この称号は,彼 女の夫が保有 し

ていた。 しかし,彼 が若 くして死去し,ま た彼 とネ

テ ィの間にできた子供たちも未だ幼かったため,彼

の死後ネティが称号を継承することになった。なお,

長 男であったネテ ィの夫は,そ の父から称号を継承

図7　 アタフマタ称号およびア

　　　タフマタカヴィク称号の

　　　継承
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して いた 。

【事例20】 カマララム ・ナカタムのマランゴ(Malango)称 号

　この称号の先代保有老が死んだ時,彼 が称号の継承者 として生前 しぽしぽ言及していた

その長男は,ト ンゴアで執 り行われた葬儀に出席 しなか った。また,彼 は首都で自らの仕

事に専念することを理由に,称 号を継承する意志を表さなかった。このため,葬 儀に集 ま

ったカマララム ・ナカタムの中ナウォタらは,長 男に代わって次男を称号継承者にしよう

と考えた。また,葬 儀の際にイタクマ集落に居た次男も称号の継承を望んだため,最 終的

に称号は次男に継承された。調査時点における称号の保有者は,こ の次男であった。

【事 例21】 カマ ラ ラ ム ・ナ カ タ ム の マ トゥイ(Matui)称 号

　 現 在 こ の称 号 を 保 有 して い るの は,カ マ ラ ラム ・ナ カ タ ム の トム ・チ ャー リー(Tom

Charlie)で あ る。 称 号 は 当 初 彼 の 祖 父(父 の 父)ソ ウ ソ ウが 保 有 して い た(事 例11の ソ ウ

ソウ と同 一 人 物)。 ソ ウ ソ ウには2人 の息 子 が い た が,息 子 た ち は ソウ ソウの 兄 が 保 有 して

い た 二 つ の称 号,す な わ ち カマ ラ ラ ム ・ナ カ タ ムの 中 ナ ウ ォタ の称 号,サ テ ィア マ タ と,

同 ナ カ タ ムの 小 ナ ウ ォ タの称 号,タ リポ ア(Taripoa)を それ ぞれ 一 つ ず つ 継 承 し,ソ ウ ソ

ウの 保 有 して い た マ トゥイ 称 号 は 継 承 しな か った 。 これ は,ソ ウ ソウ の兄 に子 供 が い なか

った と い う事 情 に よる。 一 方,マ ト ゥイ 称 号 は カマ ラ ラ ム ・ナ カ タ ムの 別 の家 族 の 男性 が

継 承 した 。 こ の 男性 に は3人 の 息子 が お り,男 性 は 生 前 こ の息 子 た ちの1人 に 称 号 を継 承

させ る意 志 を示 して い た1とい う。 しか し,男 性 の 死 後,先 述 の トム ・チ ャー リー が一 方 的

に 男 性 の保 有 して い た マ トゥイ 称 号 を 継 承 す る と宣 言 し,称 号 継 承 に まつ わ る手 続 き を行

って しま っ た。 男 性 の息 子 た ち は こ うした トム ・チ ャ ー リーの や り方 に 怒 りを 露 に し,反

発 した 。 これ に 対 して トム ・チ ャ ー リーは,3人 の 息 子 た ち の うち 長 男 は モ ロウ ・ナ カ タ

ム,次 男 は カ マ ヴ ォ ・ナ カ タ ムの そ れ ぞ れ 養 子 に な って い るた め 既 に カ マ ラ ラム ・ナ カ タ

ムの 成 員 で は な く,同 ナ カ タム の称 号 で あ るマ トゥイ を 継 承 す る者 と して 適 当 で は な い と

主 張 して い る。 また,兄 弟 の なか で唯 一 カ マ ラ ラ ム ・ナ カタ ムの成 員 であ る三 男 は,ニ ュー

カ レ ドニ ア人 の 女 性 と結 婚 し,現 在 ヌ メア で 生 活 して い て ヴ ァヌ ア ツに い ない 。 トム ・チ

ャ ー リーは,将 来 的 に こ の ニ ュー カ レ ドニア 人 の 女性 と結 婚 して い る三 男 が 帰 国 した場 合,

彼 に 称 号 を 受 け 継 ぐ予 定 で あ る と言 い,そ れ まで の 問 い わ ぽ 一 時 的 な 形 で 称 号 を保 有 して

い る の だ と主 張 して い る。

【事 例22】 カマ ヴ ォ ・ナ カ タ ムの タ リポア 称 号

　 この 称 号 の現 在 の 保 有 者 は,カ マ ヴ ォ ・ナ カ タ ムの ジ ョエ ル とい う男 性 であ る(事 例12

の ジ ョエ ル と同一 人 物)。 ジ ョエ ル は 彼 の 父 か ら称 号 を継 承 した 。 ジ ョエ ル に は 兄が お り,

彼 は 次 男 に 当 た る。 次 男 の彼 が タ リポ ア称 号 を継 承 した の は,兄 の ノエ ル が カ マ ヴ ォ ・ナ

カ タ ムを 率 い る中 ナ ウ ォタ の称 号,テ ィマ タソ を 父 か ら継 承 した た め で あ る。 ジ ョエル と

ノエ ル の 父 は,テ ィマ タ ソ とタ リポ ア とい う二 つ の 称 号 を 保 有 して い た 。 そ して,長 男 の

ノエ ル に テ ィマ タ ソを,次 男 の ジ ョエ ル に タ リポ ア をそ れ ぞ れ 継 承 させ た の で あ る。 なお,

そ の後 ジ ョエ ル は,事 例112で 述 べ た よ うに,死 去 した ノエ ル か らテ ィマ タ ソを 継 承 し,現

在 二 つ の称 号 を 保 有 して い る。
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【事 例23】 モ ロ ウ ・ナ カ タ ムの タ リソ ンガ リ ウ(Tarisongaliu)称 号

　 現 在 モ ロ ウ ・ナ カ タ ム の ア リ ッ ク とい う男性 が保 有 して い る この称 号 は,当 初 彼 の 母 方

オ ジに 当 た る カRリ スが 保 有 して い た。 この カ ロ リス は,ド ヴ ェ ア ・ナ カ タ ムの 成 員 で あ

った 。 な お,な ぜ ドヴ ェア ・ナ カ タ ム の成 員 で あ る カ ロ リス が モ ロ ウ ・ナ カ タ ム の称 号 で

あ る タ リ ソソ ガ リウを 保 有 して い た のか,そ の経 緯 に つ い て 知 る こ とは で きな か った 。 ア

リ ックの 父 は モ ロウ ・ナ カ タ ム を 率 い る 中 ナ ウ ォ タで あ り,ア リ ックは 父 か ら将 来 的 に そ

の 称 号 を 継 承 す る こ とに な って い る。 既 に3.3.で 述 べ た よ うに,将 来 大 ナ ウ ォタや 中 ナ ウ

ォタ にな る こ とが 予 想 され る若 者 は,そ れ に 備 え るた め に あ らか じめ 別 の小 ナ ウ ォタ の称

号 を 彼 の 父 や 母 方 オ ジか ら与 え られ る場 合 が あ る。 こ うした 慣 例 に した が って,ア リ ック

も また 母 方 オ ジ の カRリ ス か ら,彼 の保 有 して い た タ リソ ソ ガ リウ称 号 を 継 承 した の で あ

ろた 。

【事例24】 ポロアモル ・ナカタムのマソエヌア(Mwasoenua)称 号

　この称号は,当 初エウタ集落のモリス(Morris)と い う男性が保有 していた。彼はイタ

クマ集落出身ではなく,ポ ロアモル ・ナカタムの直接の成員ではないのだが,同 ナカタム

の称号を保有 していた。なお,エ ウタ集落出身の彼がポロアモル ・ナカタムの称号を保有

することになった経緯について,詳 細を知ることはできなかった。モリスが死んだ時,以

前か ら彼がその称号の継承者として考えていた彼の長男は,称 号を継承する意志を示さな

かった。そこで,ポ ロアモル ・ナカタムの中ナウォタと長老たちは,同 ナカタムのモーゼ

スという男性を称号継承者に決めた。モーゼスは次男であ り,彼 の兄は既にポロアモル ・

ナカタムを率いる中ナウォタの称号,バ クを保有 していた。モーゼスはその後幼い子供た

ちと妻を残し,若 くして死去 して しまった。このため称号は,現 在彼の妻に継承されてい

る。

【事 例25】 サン ガ ヴ ァ ・ナ カ タ ムの テ ィマ 久 ソ称 号

　 この称 号 の現 在 の保 有 者 は,サン ガ ヴ ァ ・ナ カ タ ム の テ ィム(Tim)と い う男 性 で あ る。

そ もそ も この 称 号 は,当 初 テ ィム の父 が 保 有 して い た。 ま た,テ ィ ムの 父 は サ ソ ガ ヴ ァ ・

ナ カ タ ムを 率 い る中 ナ ウ ォタ で もあ り,そ の称 号,テ ィサ ンガ ヴ ァも保 有 して い た 。 彼 は

これ ら二 つ の称 号 の うち,テ ィ ムの 兄 に テ ィサン ガ ヴ ァを,次 男 の テ ィム に テ ィマ タ ソを,

そ れ ぞ れ 継承 させ た の で あ った 。

【事 例26】 ウ ェイ タ ス ・ナ カ タ ムの テ ィマ キ ラ ロ ト(Ti-Makiraroto)称 号

　 この 称 号 の 先 代 保有 者 で あ る ウ ェイ タ ス ・ナ カタ ム の トピー(Toby)と い う男 性 は,10

年 以 上 オ ース トラ リア の クイ ーン ズ ラ ン ドで働 い て いた こ とが あ った 。彼 は この時,ク イ ー

ン ズ ラ ン ドで妻 を得,子 供 を も うけ た。 しか し,後 に 彼 は 単 身 で トン ゴ アに 戻 り,そ の 後

二 度 と家 族 の い る クイ ーン ズ ラ ソ ドに戻 らな か った 。 トン ゴ アで トビ ーは 家 族 を 持 つ こ と

な く,独 身 の ま ま死 去 した。 した が って,トン ゴ アに お い て 彼 に は 子 供 が い な か った 。 ま

た,彼 は オ ー ス トラ リア に残 して きた 家 族 と音 信 不 通 の 状 態 に あ った こ と もあ り,彼 の 死

後 そ の保 有 して い た称 号 を 継 承 す る者 は す ぐに 決 ま らず,称 号 は 保 有 者 不 在 の 状 態 にな っ

た。 ウ ェイ タ ス ・ナ カ タ ム の 中 ナ ウ ォ タ らは 同 ナ カ タ ムの な か で称 号 継 承 者 を 探 した が,

適 当 な人 物 が 見 当た ら な か った 。 そ こで 彼 らは,サ ン ガ ヴ ァ ・ナ カ タ ムを 率 い る中 ナ ウ ォ
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タの称号,テ ィサンガヴァを保有している男性の弟(三 男)ル カイ(Lukai)を 称 号継承

者にすることにした。 トビーが保有 していたティマキラロト称号はウェイタス ・ナカタム

の小ナウォタの称号であるが,保 有者に子供がおらず適当な継承者がいない場合には,サ

ンガヴァ・ナカタムの男性が継承することができるとされる28)。このため ウェイタス ・ナ

カタムの長老たちは,サ シガヴァ・ナカタムの成員であるルカイを称号継承者に選んだの

であった。なお,三 男で幽るルカイが称号継承者となったのは,彼 の長兄がサンガヴァ・

ナカタムを率いる中ナウ牙タの称号,テ ィサンガヴァを,ま た次兄のティムが事例25で 言
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し

及 したように同ナカタムの小ナウォタの称号,テ ィマタソを既にそれぞれ保有 していたた

めである。

　 以上,イ タクマ集落の10の小ナウォタの称号について,そ れぞれの継承過程に関す

る事例を提示 した。事例を概観すると,次 男や三男など長男以外の者が称号を継承 し

ている例が多 く目につ く(事 例18,20,21,22,24,25,26)。 次男や三男が称号を

継承 しているのは,事 例からも分かるように,長 男が既に中ナウォタの称号など別の

称号を保有 しているためである場合が多い。かつては複数の称号を同時に保有 してい

る者も多かったが,人 口が増加 しつつある近年では1人 の者に一つの称号を割 り当て

るケースが増えている。そ して,中 ナウォタと小ナウォタの称号を保有する老に複数

の子供がいる場合,長 男が中ナウォタの称号を,次 男が小ナウォタの称号をそれぞれ

継承することが多い。また,長 男以外の者が称号を継承 している例として,女 性によ

る称号継承の事例 も複数見出す ことができる(事 例19と24)。 これらの事例において

は,称 号保有者が死去 した際にその子供が未だ幼かったため,称 号保有者の妻が称号

を継承している。なお,こ うした例は,前 節で提示 した事例15の場合のように,中 ナ

ウォタの称号においてもみられるものである。

　一方,事 例23,24,26の 王つの事例においては,所 属するナカタムが異なる者の間

で称号が継承されている。特に事例24な どは,所 属する集落が異なる者の間で称号が

継承されている。これら三つの事例以外では,た とえ長男ではなく次男や三男,さ ら

に女性が継承者となっている場合でも,基 本的には同一のナカタムに属する老の間で

称号継承が行われている。所属するナカタムが異なる者の間で称号が継承されるケー

スは,将 来大ナウォタや中ナウォタになることが予想される者にその母方オジが小ナ

ウォタの称号を与える場合において必然的に生 じる。なぜなら,母 方オジは姉妹の息

子 とは別のナカタムに所属するからである。事例23で は,調 査時点における称号保有

者であるアリックの母方オジが,ド ヴェア ・ナカタムの成員であるにもかかわ らずモ

ロウ・ナカタムの称号を保有 していたため,結 果的にモロウ・ナカタムの成員である

ア リックに同ナカタムの称号を継承するという事態が生 じた。 しかし,通 常母方オジ
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の保有する称号は彼の属するナカタムの称号であ り,姉 妹の息子は自らの属すナカタ

ムとは異なるナカタムの称号を母方オジから与えられることになる。このような例は,

たとえば称号の段階的継承について述べる際に提示 した表5の うち,カ ロとウィリー

の例において見出すことができる。 ドヴェア ・ナカタムの成員であるカロは母の出身

集落であるエウタ集落の小ナウォタの称号を,ま たポロアモル ・ナカタムの成員であ

るウィリーは母の出身ナカタムであるブワタム ・ナカタムの小ナウォタの称号を,そ

れぞれの母方オジから与えられている。なお,こ のように母方オジから継承された称

号は,姉 妹の息子が大ナウォタや中ナウォタの称号を得た後には保有者不在の称号と

なる。 この場合,称 号は保有者不在 となった後,将 来的に母方オジのナカタムの成員

に与えられるようになることが多いとい う。

　母方オジが姉妹の息子に小ナウォタの称号を与えるのは,3.3.で 述べたように,姉

妹の息子に大ナウォタや中ナウォタになる者 としての自覚を植え付け,同 時に将来継

承する称号に付随する強力なナタンガラサに備えさせることを 目的としているためで

ある。 このような目的の下に称号の継承を行 う例は小ナウォタの称号においてのみみ

られるものであ り,大ナウォタや中ナウォタの称号においては見出すことができない。

また他方で,異 なるナカタムや集落の有力者などに称号を与えるとい う例 も,小 ナウ

ォタの称号に限ってしば しば見出す ことができるものである。このような例は先に挙

げた事例のなかにはみられないが,た とえばイタクマ集落においては,以 下に述べる

ドヴェア ・ナカタムのマソエマヌ称号の例を挙げることができる。この称号は調査時

点において保有者不在の状態であったため,本節では先に事例 として提示 しなかった。

　かつてマ ソエマヌ称号を保有 していたのは,マ キラ島出身の男性であった29)。彼は

イタクマ集落の先代大ナウォタが所有 していた船の操舵手を してお り,彼 が実質的に

管理 し運行する船を使って先代大ナウォタたちはエ ビ島などの島々に豚などを売 りに

行っていた。そして,こ のようにこのマキラ島出身の男性は先代大ナウォタが行って

いた交易活動において重要な役割を果たしていたために,ト ソゴアとは異なる島の出

身者であったにもかかわらず,大 ナウォタの属する ドヴェア ・ナカタムの小ナウォタ

の称号を与えられることになったのだという。こうした例はイタクマ集落のなかでは

少数であるが,保 有者不在の称号を将来的に首都に居住するほかの集落や トンゴア以

外の島出身の有力者に与えようと考えている称号保有者たちも,イ タクマ集落の人h

のなかにはみられた。

　このように自らの属すナカタムの出身ではない有力者に,自 らのナカタムの小ナウ

ォタの称号を与えるというケースは,イ タクマ以外の集落においても見出す ことがで
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きる。そ うしたなかでもっとも際だっているのが,首 都で最大のスーパーマーケット

の一つを経営する華僑の息子に小ナウォタの称号を与えていたルン ブクティ集落のあ

るナカタムの例である。 また,同 集落の別のナカタムは,植 民地時代に トンゴアの北

隣のエビ島で大規模なプラソテーショソを経営していた白人入植者に小ナウォタの称

号を与えている。これら二っの事例においては,ト ンゴアの人hか らみれぽメラネシ

ア系 ヴァヌアツ人ではないいわゆる 「外国人」に称号が与えられている。 このように

同じナカタムの出身ではない有力者に称号を与えるのは,彼 らを称号を介して自らの

ナカタムに取 り込むことにより,彼 らから経済的なサポー トを得ることなどを期待 し

ているためであると考えられる。いずれにせよ,こ うした場合には,父 親から長男へ

という形でも父親から次男や三男へとい う形でもなく,出 身とするナカタムや集落,

島が異なる者,さ らには 「外国人」へと称号は継承されることになるのである。

　中ナウォタの場合 と同様に小ナウォタの称号の継承においても,ナ ンパエ ・二 ・ナ

ウォタラムに相当するような集まりは存在しない。称号保有者が彼の称号の継承者を

決めるのであ り,同 じナカタムに属すほかの小ナウォタや長老たちはそれを追認する

形で称号の継承過程に関与渉るのが一般的である。ただし,保 有者不在の小ナウォタ

の称号については,中 ナウォタが主体 となって称号継承者を決める。

5.考察

5.1.称 号 の継 承 につ いて

　前章 までは,トン ゴア社会の称号制度に関する民族誌的資料を提示 してきた。 これ

を踏 まえて本章では,称 号が父親から長男を中心に父系的な系譜関係をたどって世襲

されるとしたアレンらの議論について検討を加えることにする。その際に,以 下では

彼 らの議論を父系的な系譜関係による称号の継承と世襲 という二つの要素に分けて考

察することに したい。まずはじめに,前 者について検討する。

　前章で提示 した事例を概観するならぽ,多 くの事例において称号は父親からその長

男へ継承 されていることが分かる。 しか し同時に,そ れ以外の継承形態も少なからず

見出すことができる。称号継承者 となった者には,次 男や三男のみならず,ナ カタム

や集落を異にする者,さ らには トンゴア以外の島出身者などが含まれていた。 また,

ほ とんどの事例において称号継承者は男性であったが,な かには称号保有者の妻であ

る女性が継承者となっている例もあった。したがって,称 号の継承は父親から長男と

いう形にのみ固定されたものではなく,か な りの程度柔軟性を持っていると言える。
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　ただ し,こ うした柔軟性の表出する度合いは,大 ナウォタ,中 ナウォタ,小 ナウォ

タの三つのグループにおいて違いがみられる。柔軟性の表出する度合い,す なわち長

男以外の者が称号継承者に選出されるケースがもっとも多いのは,小 ナウォタの場合

である。4.3.で 述べたように,小 ナウォタの称号が継承される場合には,ナ タソガラ

サへの対応や自らのナカタムへの有力者の取 り込みといった意図が働 くことがある。

このため,姉 妹の息子や異なるナカタムの成員など称号保有者の長男以外の者に称号

が継承されるとい う事態が現出するのである。

　これに対して,柔 軟性の表出する度合いがもっとも少ないのは,中 ナウォタの場合

である。勿論,4.2.で 指摘 した ように,こ の場合においても長男以外の者に称号が継

承されている例を見出すことはできる。 しか し,そ の うちの多くは,称 号保有者に子

供がいなかった り,長 男が当座の称号継承を見送るといった事態によって称号継承者

が長男以外の者に決定されてお り,も し長男がいた り,称 号を継承する意志を表 して

いたならぽ,彼 に称号が継承されていたと想定できるものである(事 例8,9,12,15)。

中ナウォタにおいて父親から長男へ称号が継承されるケースが多い要因としては,い

くつかの点を指摘することができる。一つは,中 ナウォタがナカタムという親族集団

の リーダーであることである。親族集団の リーダーであるが故に,中 ナウォタの称号

は,小 ナウォタの称号の場合のようにナタンガラサへの対応や有力者の取 り込みとい

った意図の下に異なるナカタムの出身者に継承されることはない。また,人 々は,親

族集団としてのナカタムの リーダーになる者は,ほ かの成員のことを熟知 した同じナ

カタムの出身者である必要があるとする。 さらに,中 ナウォタにおいては,称 号保有

者が指名し,小 ナウォタや長老たちがそれを追認するとい う形で称号継承者が選出さ

れ,称 号保有者 と称号継承者以外の第三者が称号の継承過程に積極的に介入すること

はあまりない。 こうしたことから,父 親から長男へ という形態が中ナウォタの称号の

継承過程においては多く現れていると考えられる。

　一方,大 ナウォタの場合は,称 号継承者の選出に関する柔軟性において,小 ナウォ

タと中ナウォタの中間に位置づけることができるだろう。小ナウォタの場合と比較す

るならぽ,大 ナウォタにおいては父親から長男へと称号が継承 されている例が多いが,

同時にそれ以外のケースも少なからず認められる。 この背景には,称 号継承者の選出

過程において重要な役割を果たすナンパエ ・二 ・ナ ウォタラムの存在を無視できな

い。上述 したように,中 ナウォタの称号においては,称 号保有者の意向が称号継承者

の選出において大きな比重を占めている。 しかし,大 ナウォタにおいては,称 号保有

者が称号継承者に関して自らの意向を明確にしていた場合でも,ナ ンパエ ・二 ・ナウ
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オタラムがその称号継承者を大ナウォタにふさわ しくないと判断 した場合,別 の者が

称号継承者に選ぼれることもある。そ して,こ のようなシステムを有 しているが故に,

大ナウォタの称号の継承に率いては,称 号保有者の長男以外の者が称号継承者に選ば

れる可能性が開けているのである。

　以上に述べてきた諸点に基づいて,父 親から長男を中心 とした父系的な系譜関係に

基づ く称号の継承とい うアレンらの議論に戻 るならば,結 論 として彼らの分析は一面

的なものであったと言 うことができよう。たしかに,彼 らの分析はとりわけ中ナウォ

タや大ナウォタの称号の継承について多 くの場合当てはまる。 しか し他方で,小 ナウ

ォタにおいては,母 方オジから姉妹の息子へ,あ るいは出身ナカタムを異にする者へ

称号が継承されることも少なからずあ り,彼 らの分析はこうした側面を無視 している

のである。

5.2.世 襲Y'つ い て

　本稿 の冒頭 で言及 したサ ー リンズの議論に依拠す るならぽ,生 得的(ascribed)要

素 と獲得的(achieved)要 素 とい う区分 を基準 とした場合,一 般的 に世襲 とい うシス

テ ムは生 得 的要 素 に よ って規 定 され る もの と位 置 づ け る こ とがで きる(Sahlins

1963;cf.吉 岡1998:439-465)。 ア レン らの議論 において もこの位置 づけは踏襲 され

てお り,称 号が世襲 され る とす る彼 らの議論 に したが うならば,ト ンゴアの称号制度

も生得的要素に よって規定 され るもの と予想す ることができる。 しか し,こ れ までに

提示 して きた民族誌的資料を振 り返 ると,そ こにはむ しろ生得的 とは言 えない要素 の

方を多 く見出す ことがで きる。以下では,そ の うち特に中心的な2点 を指摘 してお く。

　第1点 は,称 号継承者 の選 出についてであ る。既 に提示 して きた事例か らも明らか

な よ うに,称 号が継承 され る場合,称 号継承者 は生得的 な基準に よって 自動的)/Y決 ま

るのではない。 た とえば,大 ナ ウォタの称号の継承 においては,ナ ンバエ ・二 ・ナウ

ォタラムが,そ れ まで候補者 と して有力視 されていた者 を大 ナウ ォタにふ さわ しくな

い と判断 した場合,称 号継承者 の人選か ら外 し,新 たに別 の者を選ぶ ことがある。 ま

た,中 ナ ウ ォタにおいて も,た とえば4.2.の 事 例11の よ うに,当 初称 号継承者 とし

て有力視 されていた者 とは別 の者 に称号が継承 され る ことがあ る。 さらに,小 ナ ウォ

タにおいては,ナ タ ンガ ラサに備 えることや有力者 を 自らのナカタムに取 り込 む こと

な どを 目的 と して称 号の継承 が行われ る場合があ る。 こうした ケースにおいては,称

号継承者は称号継承 の 目的や状況 に応 じて決め られ る。 このよ うに,大 ナ ウォタ,中

ナ ウォタ,小 ナ ウォタのいずれ の場合 において も,称 号は生得的な基準に よってあら
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かじめ決め られた者に自動的に継承 されるのではない。そして,こ うした状況を称号

継承者の側からみるならば,称 号は彼に生まれつき備わった生得的要素によってでは

なく,称 号を継承する人物 としてのふさわ しさなどの政治的判断によって獲得される

ものと位置づけることができる。

　第2点 は,ナ タンガラサについてである。オセアニアでは,ナ タンガラサに類似す

る概念 としてマナ(mana)が 広 く知 られ ている(Codrington　 1891;Firth　1940;

Hocart　1914;1922)。 サーリソズによれば,首 長概念が適用 されるポ リネシアにおい

てマナは首長に付随する超 自然的な力であ り,出 自によって受け継がれて行 くとい

う30)(Sahlins　l963:295)。 つま り,マ ナを有する首長の子供にもまた,生 得的にマ

ナが備わるとされるのである。 しか し,ナ タンガラサについてみると,称 号保有者の

子供は生まれながらにしてナタンガラサを有 しているわけではない。また,称 号を継

承する手続きを終え,称 号を有するようになったからといって,称 号保有者自身にナ

タンガラサが備わったわけでもない。なぜなら,ナ タンガラサはあくまでも称号の属

性だからである。この点で,ナ タンガラサはマナと異なる側面を持つ。ナタンガラサ

は,特 定の人物が称号を有するようになると彼とともに存在するようになり,称 号を

持たな くなると彼のもとから去る。 このような特徴は,ナ タンガラサによって引き起

こされる病気に顕著に現れている。マナを有するポリネシアの首長の場合,首 長以外

の人々が首長と直接的な接触などを持つ と,彼 の有するマナによって様hな 影響を被

る。同じように トンゴアの称号保有者の場合においても,称 号保有者以外の人々が称

号保有者と接触すると,彼 の称号に付随するナタンガラサの作用によって病気になっ

てしまう。 しかし,ト ンゴアのケースにおいて留意 しておかねばならないのは,称 号

保有者以外の人々のみならず,当 の称号保有者自身も,彼 の保有する称号に付随する

ナタソガラサによって病気になってしまう危険と常に隣 り合わせていることである。

そ して,こ うした危険を避けるため,第3章 で明らかに したように,様 々な措置がと

られるのである。このような点を考慮に入れるならぽ,ナ タンガラサ とい うある種の

超自然的な力は,称 号保有者からみると称号とともに獲得され る存在と位置づけるこ

とができる。この点で,ナ タンガラサは,生 得的に首長に備わ るとされるポリネシア

におけるマナとは異なる在 り様を示すものであ り,生 得的要素 という基準によっては

捉えることのできない性質を持つ と言える。

　以上に指摘したように,ト ンゴアの称号制度には生得的要素 として捉えることので

きない要素を無視することができない。特にそ うした要素が称号制度の中核に当たる

称号継承者の選出の局面などにみられる以上,ト ンゴアの称号制度における非生得的
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要素の占める比重は大きいものと考えられる。 したがって,こ れらの点に依拠するな

らば,称 号が世襲されると分析し,そ れを踏まえて トンゴアの称号制度を首長制と位

置づけるアレンらの議論は,妥 当性を欠くものと言え よう。

　また,ア レンらの議論に関 しては以下のような点も指摘 してお く必要がある。彼ら

の議論と彼らが依拠するサーリンズの議論においては,あ たかも世襲 とい うシステム

は生得的要素だけによって規定されるものと位置づけられる。この場合において,生

得的要素とは親族的系譜関係を指す。 しか し,トン ゴアの称号制度を含めて,現 実の

様々な地位継承システムは母だ親族的系譜関係のみに規定されるものではない。むし

ろ,そ れ以外の社会的,政 治的要素など,多 様な要素 も地位の継承を規定する因子 と

して介在 して くる31)0したがって,世 襲とい うシステムを生得的要素ないしは親族的

系譜関係によって規定されるものとし,こ の前提に依拠 しながら現実の地位の継承を

論 じようとするアレンらの議論 においては,前 提の立て方において妥当性を欠く部分

があったと言えるだろう。

6.称 号 制 度 と 「正 しい カ ス トム」 むすびにかえて

　アレンらの議論を批判的に検討することで,現 実の トンゴアの称号制度には彼 らの

分析からズレ出る部分が少なからず存在することが明らかになった。これを受けて以

下では,こ のようなズレを含み持つ トンゴアの称号制度をどのように位置づけるかと

いう点をめ ぐって見通 しを述べ,本 稿を締めくくる。

　 1.で述べたように,ヴ ァヌアツの伝統的政治システムに関する議論においては,

サー リンズが提出したビッグマンと首長の概念を援用して分析を行お うとする試みが

多 くあ り,そ こでは称号制度を核 とする トンゴアの伝統的政治システムは首長制とし

て位置づけられてきた。たしかに トンゴアにおいては,特 定の者がいったん称号を継

承すると,そ の後たとえナウォタとしての能力が減 じてもその地位か ら追われること

はない。 この点で,ナ ウォタの地位は役職と言える。そして,役 職の有無 とい う観点

からみるならぽ,トン ゴアの称号制度はビッグマン制と言 うよりは首長制に近いもの

と位置づけることができよう。

　 しかし,本 稿で提示した民族誌的資料に依拠するならぽ,現 実の トンゴアのシステ

ムは首長制の概念では捉えることのできない側面も少なからず有している。そ うした

側面 として挙げられる代表的なものが,た とえば5.2.で 指摘 した非生得的要素であ

る。この非生得的要素は,称 号継承者からみると生得的に備わっているものではなく
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後天的に獲 得 され るものであ り,獲 得的要素 と言い換 えるこ ともで きる。 こ うした非

生得的ない しは獲得的要素 に着 目しつつ,多 くの場合 において父親か らその長男に称

号が継承 され る系譜的 な称号継承 の側面を も同時に視野 に入れ るな らば,ト ンゴアの

称号制 度は称号 の継承 において ビッグマ ン制 と首長制 の要素 を併せ持つ独 自の形態 と

して位置づけ ることがで きる と思われ る。あ るいは,理 論 的に ビッグマン 制 と首長制

の中間的な形態 としてモデル化す ることも可能であろ う。従来 のヴ ァヌアツの伝統 的

政治 システ ムの議論 においては,多 くの場合 ビッグマ ンと首長 の概念が援用 され るこ

とに よって,ビ ッグマン 概念 に よって分析 されて きた北部 の システムと首長概念が適

用 されて きた中 ・南部 の システムの間には,あ たか も大 きな隔た りが あるかの よ うな

位置づけがな されて きた(Bonnemaison　 l996)。 しか し,ビ ッグマン 制 と首長制の中

間的なモデル として トン ゴアの システムを捉えなおす ことで,こ れ まで差異性が強調

されて きた ヴ ァヌアツ北部 と中 ・南部の システムの間に連続性 の視点を導入す ること

が可能にな ると思われ る32)0い ず れ に して も,役 職 の有無や生得的 と獲得的 とい った

様hな 座標軸 のなかで,よ り複眼的に トンゴアの システ ムを位置づけ て行 く作業が今

後必要であろ う。

　以上に指摘 した諸 点が,従 来 の ヴァヌア ツ中 ・南部の伝統 的政 治システムに関す る

人類学的議論 との関連 におけ る本稿 の結論 であ る。 しか し,称 号制度 をは じめ とす る

伝統的な文 化事 象をめ ぐる トン ゴア とその近接地域の人々 の現実 の状況を鑑み るな ら

ば,こ うした結論 を提示す ることに よって視野を人類学的 コン テ クス ト内部 のみに限

定 してお くことは,議 論 として不十分 である ように思われ る。 そ こで,以 下 では最後

に この点を補足す るべ く,称 号制度 をめ ぐる現地 の状況 と人類学 的議論 との関係につ

いて触れ,称 号制度の位置 づけに関す る見通 しを述べてお くことに した い。

　 ヴァヌアッでは1980年 の独立 に前後 して,特 に政治エ リー トな どに よって,そ れ以

前 の英仏共 同統治領時代には ともす る と無視 され ることの多か った伝統的 な文化事象

が,新 興 国 家 ヴ ァヌア ツの独 自性 を示 す もの と して再 評価 され る よ うに な った

(Philibert　1986)。 ビスラマ語で カス トム(kastom)と 呼 ばれる伝統的 な文化事象に

関す る議論は,政 治エ リーhに よるナ シ ョナ リステ ィックな言説 の レベルでは抽象的

で漠然 とした ものに留 まっていたが(Tonkinson　 1982),彼 らの議論 とともに活発化

した トンゴアの人々 の間におけ る議論 は,よ り個別的かつ具体 的な ものであった。 ト

ンゴアにおけ る議論 が行 われて いる主 な場 には,トン ゴア島チ ーフ評議 会(Tongoa

Island　Council　 of　Chiefs)が 主催 する カス トムに関す る ミーテ ィソグが ある。 トンゴ

ア島チー フ評議会は全国チ ーフ評議会(National　 Council　 of　Chiefs)の トソゴアにお
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ける下部組織であ り,ト ソゴアではマラキヴァヌア リキ(Marakivanuariki)の 名称

で知られている33)0ミーティングは,ト ソゴアの各集落が持ち回 りで開催地 とな り,

各集落の称号保有者のうち時間に余裕のある者は全てが参加 して,隔 月に1度 の割合

で開催されていた34)0ミ ーティング開催の究極の 目的は,エ ファテ島か らトンゴアに

移住してきたとされる トソゴアの人々のなかで,誰 が,正 確には誰の祖先が トンゴア

に最初にやって来た者かを特定するというものであった35)。このような議論が行われ

るようになった背景には,土 地所有の問題が一つの要素 として介在している。人hの

間には,トン ゴアに最初にやって来た者が トンゴア全土の所有者であ り,そ の人物の

子孫が本来的には全ての トンゴアの土地をコン トロールする権利を持つとの認識があ

り,こ うした認識の下に議論が行われていたのである36)0

　 ミーティングでは当初,開 催地 となった集落の称号保有者たちがそれぞれの所属す

るナカタムの移住に関する口頭伝承を披露 し,そ れをほかの集落の称号保有者たちの

伝承と突き合わせ,検 討することを通 して,ト ンゴアに最初に到達した者を探るとい

う方法が試みられた。 しか し,こ うした伝承は秘儀的な知識のなかでももっとも秘匿

されるものであり,ほ とんどの者が自らの有する伝承を公の場で披露することを嫌が

ったため,議 論は最初から行き詰 まってしまった。このため,こ れに代わって トンゴ

アのカス トムの本来的な姿をめぐる議論が ミーティングの中心的な論題 となった。こ

うした議論は,トン ゴアに最初 にや って来た者の子孫こそが,ト ンゴアの全てのカス

トムの本来的な姿,人 々の言葉を借 りれば トゥルー ・カス トム(tru　kasto〃z),す な

わち 「正 しいカス トム」を知 っているはずだ との前提に基づいていた。そ して,様h

な伝統的文化事象が取 り上げられ,個々 の称号保有者の持つ知識のうちどれがその事

象の本来的な姿を示すものとして正 しいかが議論されたのである。 しか し,こ れらの

知識もその多 くは秘儀的知識に入るものであったため,称 号保有者たちは公の場で個

hの 知識を披露することに躊躇 した。 また,知 識が披露された場合においてもその正

誤をめぐって議論が白熱し,披 露 した知識を誤ったものであると批判された者が怒っ

て ミーティングを退席してしまうという事態もしぼ しば起 きた。 こうしたことから,

トンゴアに最初に到達した者を特定するという当初の 目的からすると,ミ ーティング

全体の議論は遅々として 進展 しない状況にあった37)0

　こうしたなかで,本 稿で対象 とした称号制度は人々によって トンゴアのカス トムを

代表する事象として位置づけられ,頻繁に ミーティングにおける議論の対象となった。

称号制度をめ ぐる議論 も,具 体的には称号制度の本来的な姿,す なわち 「正 しいカス

トム」 とはどのようなものか という問いとともに行われた。議論は称号制度の様hな
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側面を対象 としていたが,本 稿で検討 した称号の継承についても取 り上げられ,ど の

ような称号継承の形態が トンゴアの称号制度における 「正 しいカス トム」なのかが議

論された。

　称号継承の形態に関する様hな 主張には,少 な くとも二つの種類がある。一つは,

父親から長男へとい う形 こそが 「正 しいカス トム」であ り,それ以外の継承形態は 「正

しいカス トム」ではないとする主張である。この主張においては,長 男への称号の継

承が本来的なものとされ,長 男以外の者への称号の継承は例外的かつ二次的なものと

される。これに対 してもう一つは,称 号を継承するのは理想的には長男だが,長 男で

あれぽどんな人物でも良いというものではな く,現 実的には長男以外の者も含めて称

号継承者にふさわしい人物が称号を継承するのが 「正しいカス トム」であるとする主

張である。この主張においては,父 親から長男とい う形だけではなく,女 性や異なる

ナカタムの出身者などへの継承も含めた様hな 継承形態の全てが 「正 しいカス トム」

なのだとされる。

　以上のような称号制度を含む伝統的な文化事象の 「正しいカス トム」をめ ぐる議論

は,ト ンゴアに近接するエマエ島では人類学者とその民族誌を巻 き込みながら進行 し

ている38)0エマエにおける議論 もトソゴアの場合 と同様に しば しば紛糾 し,人々 の間

に対立が生 じる場合もあったが,な かでもとりわけ深刻な状況を呈 していたのがマカ

テアとい う集落を二分する対立であった。この争いには,同 集落出身のヴァヌアツ前

大統領とその父が当事者 として関与 している。彼らは,伯 分たちの保有する移住に関

する口頭伝承をもとに,マ カテア集落付近に最初にや って来たのは彼らの祖先であ り,

その子孫である彼らが本来的にはマカテアの全ての土地の所有者であると主張 した。

また,彼 らもその保有者であったティマカタマタ(Ti-Makatamata)と い う称号を持

つ者が大ナウォタとして集落における称号保有者の序列の最上位に位置 し,同 時に集

落の全ての土地をコントロールするなど強大な権能を持つとした。 さらに,テ ィマカ

タマタ称号の保有者は,マ カテア集落の大ナウォタであるのみならず,エ マエ島全体

を統括するナウォタでもあると主張 したのである。

　これに対 して,マ カテアのほかの称号保有者たちは激 しく反発 した。彼らは,前 大

統領たちの祖先はいちぽん最後にマカテアにやって来て既に先にマカテアに来ていた

別の中ナウォタからその所有地の一部を与えられたのであ り,本 当のマカテア全体の

土地の保有者はこの中ナウォタであると主張した。そして,前 大統領たちの主張の裏

付け となっている口頭伝承は全 くの出鱈 目であると批判 した。 また彼らは,序 列関係

と大ナウォタの権能に関する前大統領たちの主張 も 「正 しいカス トム」からはほど遠
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いものと主張 した。すなわち,彼 らは,た しかにティマカタマタ称号の保有者は集落

の称号保有者たちの序列の最上位に位置する大ナウォタとして最大の敬意を払われる

が,大 ナウォタが必ず しも強大な権能を持つとは限らず,ま してやティマカタマタが

エマエ島全体に君臨するナウォタなどではあ り得ないと批判 したのである。

　以上のような状況のなかで,前 大統領たちの主張に反発する人hの 間では,ギ アー

ルとその民族誌に厳 しい批判の眼が向けられていた(Guiart　 et　al.1973)。 それは,

ギアールが彼の民族誌のマカテアに関する記述のほとんどを,前 大統領の父からの情

報に依拠 して構成 していたことによる。たとえば アールは,マ カテアの称号保有者

の序列の最上位に位置するティマカタマタ称号の保有者が,実 質的な権能の面におい

ても最大の力を持つかのように記述 し,こ のような姿をエマエ島における大ナウォタ

の典型であるかの如 く位置づけている(Guiart　 et　al.1973:95-111)。 しか し,既 に

述べたように,こ れ以外にも人hの 間には大ナウォタの序列と権能,そ して土地所有

の関係に関 して様hな 主張が存在 しており,ギ アールの依拠 していた前大統領の父の

情報はそれ ら多 くの主張の一一つに過ぎない。ところがギアールは,前 大統領の父の情

報に比重を置き,彼 の示 した大ナウォタの姿をあたかも典型的な例 として位置づけた

のである。

　前大統領たちは,対 立のなかでギアールの民族誌をエマエ島の大ナウォタのあ り方

に関する 「正 しいカス トム」が記載されたものと評価している。 これに対 して,前 大

統領たちに対立する人hは,ギ アールの民族誌を 「嘘」が書かれているものと位置づ

けた。そ して,ギ アールが 「誤 った」情報をあたかも真正なもの,す なわち 「正 しい

カス トム」であるかのように位置づけていると批判した。また,一 部の人々は,こ う

した批判に留まらず,よ そ者のギアールがエマエ島民のカス トムに関して口をはさむ

こと自体についても否定的に捉えていた。すなわち,彼 らはギアールを,エ マエ島民

でもないのに彼らのカス トムについて論評 しているという点において批判的に捉えて

いたのである。

　以上でみてきたように,現 在 トンゴアとその近接地域の人hは,称 号制度をは じめ

とする伝統的な文化事象に関する各々の持つ知識の正しさを 「正 しいカス トム」とい

う概念を用いて主張 し,競 い合 っている。そ してそのなかで,既 に触れた称号の継承

形態に関する二つの主張の場合のように,互 いに相異なる複数の 「正 しいカス トム」

を標榜する主張や語 りが生み出されている。こうした状況において,ビ ッグマン制や

首長制の概念では適切に捉えることのできない独自の形態を有する トンゴアの称号制

度について,新 たなモデルや概念を提示するとい う,先 に本稿の人類学的 コンテクス
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ト内部における結論 として述べた方法は,提 示されたモデルや概念が新たな典型 と化

した場合,ギ アールの例のように称号制度に関する人々の主張や語 りの多様性と個々

の独自性を捨象し,無 視することになってしまいかねない危険性をはらんでいる。

　ギアールは,彼 の議論が人々から厳 しい批判を浴びることになるとは予想だにして

いなかったであろう。 しか し,彼 の議論における典型的な例の抽出と提示とい う方法

が,は からずもそのような結果を招いて しまったと言える。人々は,ギ アールの議論

においては典型的な例のみが強調されているが故に,彼 の議論をエマエの大ナウォタ

のあ り方の 「正 しいカス トム」に関する主張と位置づけ,そ れ とは異なる主張を否定

するものと捉えたのである。すなわち,彼 らはギアールの議論を自分たちの 「正しい

カス トム」に関する主張 と競合するものとみなしたのである。ギアールの例は,現 在

トンゴアとその近接地域において,人 類学者の研究対象 となってきた社会の人々が人

類学者の議論に積極的に介入 して くるような状況が生 じていることを如実に示してい

る。したがって,そ のような状況においては,人 類学者はその議論を人類学的コンテ

クス ト内部にのみ閉塞させるのではな く,現 地の人々 に対 しても開かれたものにして

行 く必要があるだろう。その第一歩として,今 後 トンゴアの称号制度を位置づける際

に重要となって くるのは,ビ ッグマン制や首長制の概念に代わる新たなモデルや概念

を提示するとい うこと以上に,人hの 称号制度に関する多様な主張や語 りに耳を傾け

ることであろう39)0本稿で最後にあえて称号制度をは じめとした伝統的事象に関する

「正しいカス トム」の議論の状況に言及 したのは,以 上のような問題意識があったた

めである。

　ただし,ギ アールに対する人々の批判にみられる,エ マエ島民ではない者が彼らの

カス トムについて語ることへの否定的姿勢を念頭に置 くならば,「正 しいカス トム」

に関する主張や語 りの多様性に耳を傾けるだけで問題が解決するほど事態が単純なわ

けではないことは明白である。人類学者は,単 に彼のカス トムに関する記述やモデル

が 「誤 って」いるから現地の人々の批判にさらされているわけではない。そこでは,

外部の者が現地の人々のカス トムについて論評するということ自体に批判の眼が向け

られているのである40)。したがって,こ うした批判に向き合いなが ら,「正 しいカス

トム」をめぐって議論を続ける人々のなかで,人 類学者はどのような形でどのような

立場から人類学的実践を行ってゆ くのか,今 後真剣に問 うて行かねぽならないだろ う

(cf.太田1998;清 水1996)。 しか しながら,こ の点について本格的に論 じることは

後日に期すこととしたい。
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注

1)　 ア レ ンや フ ェイ シ ー と 同 じ見 解 の ル ー ダ ース は,トン ゴ アの称 号制 度 の首 長 制 と して の特

　 徴 は,ト ン ゴアや そ の周 辺a>島 々 と トン ガ の間 でis世 紀 頃 まで 行 わ れ て い た と され る カ ヴ ァ

　 (kava,　Piper〃iethysticu〃t)を め ぐる長 距 離 交易 を通 して ポ リネ シ アの 文化 的 要 素 が 波 及 した

　 こ とに よ り形 成 され た もの と して い る(Luders　 l996)。

2)ギ ア ー ル は トン ゴア の み な らず,エ フ ァテ(Efate)島 とそ の 周 辺 の 島 々 や トソ ゴ ア と エ

　 フ ァテ の 間 に 連 な る シ ェパ ー ド(Shepherds)諸 島 の 称 号 制 度 に つ い て も網羅 的 な 報 告 を行

　 っ て い る 。 シ ェパ ー ド諸 島 は ブ ニ ンガ(Buninga),エ マ エ(Emae),マ キ ラ(Makira),マ

　 タ ソ(Mataso),ト ソガ リキ(Tongariki)の 各 島か ら構 成 され る。

3)　 トン ゴ ア に お け る長 老 派 の 布 教 活 動 に 関 して は,ミ ケ ル セン や ミ ラ ー の 著 作 を 参 照

　 (Michelsen　 1892;1934;Miller　 1987)。 な お,セ ブ ンス デイ ・ア ドベ ンテ ィス トと改 革 派 の

　 トン ゴア にお け る活 動 に 関 す る著 作 は 今 の と ころ な い。 改革 派 は,ペ ンテ コス タ リズ ム的 な

　 特 徴 を 持 つ ヴ ァヌ ア ツ独 自め新 興 宗 派 であ る。

4)　 ヴ ァ ヌア ツの諸 言 語 は,オ ー ス トロネ シ ア語 族 の マ ラ ヨ ・ポ リネ シ ア ン(Malayo-Polyne-

　 Sian)の オセ ア ニ ック(Oceanic)諸 語 に 属 す る。オ セ ア ニ ッ ク諸 語 に は 下位 グル ー プ と して,

　 バ ン クス(Banks)諸 島 と北 東 ヴ ァ ヌア ツの諸 語,南 部 ヴ ァ ヌア ツ諸 語 と と もV'`,中 部 お よ

　 び 北 西 ヴ ァ ヌア ツの諸 語 が あ り,ナ マ ク ラ とナ カ ナマ ンガ の 両語 は最 後 の 中部 お よび北 西 ヴ

　 ァ ヌア ツ諸 語 に属 す る(Tryon　 1984)。 ナ マ ク ラ語 は トン ゴア の み な らず,シ ェパ ー ド諸 島

　 の うち の ブ ニ ンガ,マ キ ラ,マ タ ソ,ト ン ガ リキ の 各 島 とエ マ エ 島 の複 数 の集 落 で使 用 され

　 て い る。 ま た,ナ カ ナ マ ンガ語 もエ マ エ の複 数 の集 落 お よび グ ナ(Nguna)を は じめ とす る

　 エ フ ァテ 島 の北 部 沖 合 に 点 在 す る島 々で 使 用 され て い る。 研 究者 に よ って は,こ の ナ カ ナ マ

　 ンガ 語 を エ フ ァ テ で 話 さ れ て い る言 語 と一 括 して エ フ ァ テ語(Efatese)と 呼 ぶ 老 もい る

　 (Tryon　 1972:64-65)。 なお,本 稿 に お け る 民俗 語 彙 の表 記 は,私 が 主 な 調 査 対 象 地 と した

　 イ タ ク マ集 落 の人 々の 用 い る ナ マ ク ラ語 で 行 う。 ナマ ク ラ語 の表 記 法 は未 だ確 立 され て お ら

　 ず,本 稿 で は フ ェ イ シ ーや シ ュ ッ ツに よ る ナ カ ナ マ ン ガ 語 の 表 記 法 に 準 拠 す る(Facey

　 1988;Schutz　 1969)0

5)　 トラ イ オ ンは,ナ マ ク ラ語 と ナ カナ マ ン ガ語 の 基 本 的 な語 彙 に お い て60パ ー セ ン ト程 度 の

　 重 複 が 認 め られ る と して い る(Tryon　 l972:64)。

6)特 定 の ナ カ タ ムを 率 い る ナ ウ ォタが ナ ウ ォ タ ラ ム とな っ て い る背 景 に 関 す る知 識 は,秘 儀
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　 的知識に属すものである。 したがって,た とえぽ ドヴェア ・ナカタムを率いるナウォタがナ

　 ウォタラムとなるに至った歴史的経緯などは,そ の知識を保有する当の ドヴェア ・ナカタム

　 を率いるナウォタによって秘匿され,ほ かの人々は知ることができない。

7)　 このような序列関係をめぐって,ト ンゴアの人々の間では活発な議論が起きている。そ う

　 した議論には,果 たして本当に大ナウォタが中ナウォタや小ナウォタよりも高位なのかとい

　　う序列関係自体に関する議論や,「 高位である」 とはそもそもどういうことかといった議論

　 などがある。後老の議論においては,大 ナウォタがほかのナウォタよりも高位であるとする

　 場合,大 ナウォタの地位にはほかのナウォタに比べてより強大な権能が付随 しているとする

　 主張や,大 ナウォタは最大の敬意を払われる対象ではあるが実質的な権能は必ず しもほかの

　 ナウォタ,と りわけ中ナウォタよりも大きいわけではないとする主張などがある。こうした

　 議論に関連する具体的な事例を,後 ほど6.で 取 り上げる。

8)　 ここでは 「土地を持つ」という曖昧な表現をあえて用いているが,こ の 「土地を持つ」と

　 はどうい うことか,あ るいはどのような土地所有の形態が トンゴア社会に本来的なものかと

　 いう点に関しても,人 々の間で議論が起きている。

9)　 この第3章 の論述は,私 の博士論文の第3章 第4節 の論述に加筆,修 正をしたものである

　　 (白川l　l998:65-69)。

10)　 この4例 は全てイタクマ集落の人々の病例である。

ll)ナ ヴィヴィサケアンにおいて用いられる豚の種類やその調達方法などについて,詳 しい情

　 報を得ることは未だできていない。ペンテコス ト(Pentecost)島 北部やマレクラ島内陸部な

　 ど北部ヴァヌアツの諸社会において豚は牙の大きさに応 じて数十の種類に分類されるが,こ

　 れまでの調査では トンゴアにおいてこのような分類体系を確認 していない(船 曳1977:

　 200-204;Funabiki　 1981:176-178;吉 岡1998:159-163)。

12)　 「長老たち」とは,か つて称号を保有していたものの,そ の後別の者に称号を譲渡 し,現

　 在は称号保有者の地位に就いていない老人たちを指す。彼らは,大 ナウォタをはじめとする

　 称号保有者たちが何らかの意思決定を行 う際に,し ばしば意見や助言を求められた りする。

13)私 の調査期間中に トンゴアではペ レ集落において中ナウォタのナヴィヴィサケアンが2度

　 あったが,こ れを直接観察することはできなかった。また,イ タクマ集落でナヴィヴィサケ

　 アンは行われなかったので,結 局私は直接この儀礼を観察する機会に恵まれなかった。 した

　 がって,こ こで行ったナヴィヴィサケアンのプロセスに関する記述は,イ タクマの大ナウォ

　 タやそのほかの称号保有者たちからの聞き取 りに依拠 したものである。

14)　 このようにナヴィヴィサケアンの際にナタンガラサに対処するための措置をとった場合で

　 も,長 期にわたって称号を保有し続けるとその称号に付随するナタンガラサの作用によって

　 称号保有者は病気になってしまうことがあると人hは 語る。前節で提示 した病例4な どは,

　 その実際の例である。 したがって,称 号保有者のなかには,ナ ヴィヴィサケアンの後もナタ

　 ソガラサに対処するために薬草の汁などを定期的に飲む者もいる。

15)　 ブ ライウォはエマエ島の近くにあるクック・リーフ(Cook　 Reef)と い う環礁の トンゴア

　 における名称。 トゥクトゥクはエファテ島南西端に位置する岬の名称。いずれも トンゴアか

　 らみて日没の方角に位置する。

16)な ぜ アタフだけがナヴィヴィサケアンにおいてバガサ ラを行い得るのかとい う点に関する

　 知識は秘儀的知識に属すものであ り,ア タフ以外の人々が知ることはできない。

17)　 このアリックの例は,4.3.に おいて事例23と して再度提示する。

313



国立民族学博物館研究報告　 23巻2号

18)ナ マ クラ語では確認できなかったが,ナ カナマンガ語には母方オジから与え られる称号を

　 指す語 として,「母方オジの名前」を意味するナギサ ・ナロアナナ(nagisa-naioanana)と い

　　う語がある。

19)　 トソゴア社会では,母 方オジと父方オバ(mii〃1)の 子供たち(男 児は 〃tet,女児 はvain

　　と呼ぼれる)と は結婚するYLと ができる。これに対 して,母 方オバ(母 の姉はanuala〃1,母

　 の妹はanususum)と 父方オジ(父 の兄はpopalam,父 の弟はpopsusum)の 子供たち(男

　 児はtiti,女 児はnana)と ほ結婚することができない。

20)ナ ソバエ ・二・ナウォタ7ム については,後 ほど本節で詳述する。

21)ナ ソバエ ・二 ・ナウォタラムV`　 ける大ナウォタの権能に関して,人 々の間には,大 ナウ

　　ォタが強力な り一ダーシップによってナンバエ ・二・ナウォタラムにおける討議を実質的に

　 取 り仕切 り,ほ かのメソバーは大ナウォタの意向を追認するだけであるとする主張がみられ

　 る。 しか し他方で,大 ナウォタはあくまでも討議の進行を司る点においてのみイニシアティ

　 ヴを発揮するのであって,大 ナウォタの意見が絶対なものであるとは限らず,ほ かのメンバー

　 の意見が大ナウォタの意見ξ異なっていても大ナウォタのもの同様に尊重されるとする主張

　 もある。大ナウォタの称号の継承については,本 論で後述するように,一 般的に後者の主張

　 にみられるような傾向性が強く現れている。なお,ナ ンバエ ・二・ナウォタラムにおける大

　 ナウォタの権能のあ り方は,称 号保有者間の序列関係などとの関係で人々の間において活発

　 な議論の対象となっている。注7も 参照。

22)　 この先代保有者は,理 念的には現保有者の祖父をはじめとするそれ以前の称号保有者たち

　 と同 じナカタムの成員であるはずだが,そ れを人々の情報wよ って確認することはできなか

　 った。

23)　 図3か らも分かるように,先 代保有者から現保有者に継承されることで,称 号は当初それ

　 を保有していた現保有者の曾祖父の系譜に再び 「戻る」形となっている。この事例では,複

　 数の候補者のなかで現保有者がもっとも大ナウォタにふさわ しい性格を備えていると判断さ

　 れたが故に称号継承者に選ばれたが,か つて称号が継承されていた系譜が念頭に置かれ,そ

　 れが称号継承者を選ぶ際の一つの参照点になる場合もある。

24)布 教期の長老派教会の活動は,一 時期を除いてほとんどの期間,ル ンブクティ集落に置か

　 れた拠点をベースに行われた。現在この拠点の跡には,教 会が運営していた施薬所から発展

　 した国営の保健所がある。なお,称 号制度 とキリス ト教の関係について検討することは,称

　 号制度を トンゴアにおける 「不変の伝統」 として本質化(essentialize)し ないためにも重要

　 な作業であると思われるが,未 だ十分な議論を展開するだけの資料を得ていないため,後 日

　 に期す こととしたい。

25)　 なぜハナソバンガラム ・ナカタムにだけ中ナウォタが2人 存在するのかとい う点に関する

　 知識は秘儀的知識に属す ものであり,そ の知識を有するとされる当の中ナウォタたちによっ

　 て秘匿され,一 般の人々が知ることはできない。

26)女 性 が称号を保有することに関 しては,そ れが トソゴアの称号制度の伝統において本来的

　 なものか否か という点をめ ぐって人々の間で議論がなされている。この議論については,再

　 度6.で 言及する。

27)　 トンゴア社会においては,1人 の者が二つ以上の称号を保有する例がしぼしばみられる。

　 このように,少 数の者が複数の称号を保有することもあるため,理 論的には人口が減少して

　 も保有者不在の称号が増加するとは限らない。 したがって,人 々による保有者不在の称号の
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　 増加に関する位置づけは,必 ずしも因果関係の説明として十分なものとは言えない。ただ,

　 この点に関 して人々のさらなる説明を得ることはできなかった。

28)な ぜ サンガヴァ・ナカタムの老がウェイタス ・ナカタムの称号を継承することができるの

　 か,そ の経緯について知ることはできなかった。なお,こ の点に関する知識は,秘 儀的知識

　 の領域に入るものである。

29)マ キ ラ島は人 口90人,面 積1.7平 方 キ ロメー トルの シェパ ー ド諸島の小 島である

　　 (Statistics　Office　1991)。 ナマクラ語が話され,ト ンゴアと同じ称号制度がみられることなど

　 から,人 々の間では文化的な面において トンゴアとほとんど差異がないとされている。なお,

　 マキラはマクラ(Makura)と 発 音されることもあるが,ナ マクラ語のマクラはこのマキラ

　 島を意味するマクラに由来するものであ り,ナ マクラとは 「マキラ島のもの」を意味する。

30)た とえばキージングによれば,マ ナとは一般的に効験のある状態や成功している状態など,

　 特定の状態を指し示す際に用いられる語であるという。 これに対 して,そ のような抽象的な

　 状態ではない,具 体的な実体としての超 自然的な力を指す語 としてマナが用いられるのは,

　 東部ポ リネシアやメラネシアの一部など,ご く限られた地域に過 ぎないという(Keesing

　 1984;cf.　MacClancy　 l986)。 このように,マ ナを力という概念との関係において一般化しよ

　 うとすることに対しては異論も存在するが,本 論ではサーリンズの首長概念を援用したアレ

　 ソらの議論を検討するとい う目的のため,マ ナを超自然的な力と位置づけるサーリンズの議

　 論に したがった。

31)　 清水は,出 生児の親族上の位置を確定する様々なシステムにおいても,生 得的な親子関係

　 だけが参照点となるのではなく,そ れ以外の多様な要素も関与して くることを指摘している

　　 (清水1987:80-83)。

32)北 部 ヴァヌアツでは,既 に1.で 述 べたように,序 列化された階梯をより高位のランク へ

　 上って行 くとい うシステムがみられるが,こ れは3.3.で 述 べた トンゴアのシステムにおける

　 称号の段階的継承という側面 と,特 定の個人がその生涯を通 じて序列化された地位を下位の

　 ものか ら高位のものへ と順に就いて行 くという点において共通性を有 していると言xる 。ま

　 た,北 部のシステムにおいてはかつて階梯の高位のランクに就いている者は強力な超自然的

　 力を持つとされたが(吉 岡1998:444),こ れ も一般的に高位のナウォタ,す なわち大ナウォ

　 タほどほかの人々に比べて強力なナタンガラサを持つ というトンゴアのシステムにおける特

　 徴 と共通する。ただし,北 部 ヴァヌアツのシステムに比べると,トン ゴアにおいては父親か

　 ら長男への称号の継承の場合の如 く,地 位の獲得の仕方において系譜的な関係が重要 となっ

　 ている。この点で,二 つのシステムの間には無視 し得ない差異 も存在する。 しか し,ト ンゴ

　 アのシステムを従来のイメージの首長制 とは異なるものとして捉えなおす ことによって,ビ

　　ッグマンや首長の概念が援用されることであたかも全 く異なるシステムとして扱われてきた

　　ヴァヌアッ北部 と中 ・南部のシステムの間に隠されていた上述 した共通性の部分にあらため

　 て光を当てることが可能になるように思われる。なお,既 に吉岡はこれと同様の試みとして,

　　ビッグマン と首長の概念の間に連続性の視点を導入しようとす る理論的試みをペンテコス ト

　 島北部の事例に基づきながら行っている(吉 岡1998;439-465)。

33)全 国チーフ評議会はマルファトゥマウリ(Malvatumauri)の 名称で知られ,独 立後主にカ

　 ス トムに関するア ドバイスを国会に与える役割を担うことを目的として,首 都に設置された

　 機関である(吉 岡1998:394-397)。 評議会のメソパーは,各 島の評議会から選挙によって選

　ば れた伝統首長(チ ーフ)た ちによって構成される。調査時点におけるトンゴアから選出さ
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　 れた全国チーフ評議会のメンバー は,イ タクマ集落の大ナウォタであった。各島の評議会は,

　 全国チーフ評議会で決定された事項をそれぞれの島で実施した り,そ れぞれの島のカス トム

　 に関する様々な決定を行 うなどの役割を担っている。

34)イ タ クマ集落の称号保有者たちからミーティソグに称号保有者以外の者が参加することは

　 好ましくないと言われていたことや,調 査期間中にイタクマ集落に開催の順番が回って来な

　 かったこともあって,私 はこのミーティングに直接参加することはできなかった。参加に難

　 色が示 された理由としては,後 述するようにミーティングにおいて称号保有者たちの持つ秘

　 儀的知識が披露される機会が頻繁にあったことなどが考え られる。したがって,以 下の ミー

　 ティングに関する論述は,参 加者から得た情報によるものである。なお,注7,8,21,26で

　 言及 した議論は,主 にこの ミーティングなどの場において行われている。

35)移 住 に関する経緯は,称 号保有者たちが個々の所属するナカタムごとに口頭伝承 として記

　 憶 している。この口頭伝承においては,移 住に際して用いた遠洋航海用のカヌーの名称,カ

　　ヌーを作る際に木材を切 り出した場所,乗 組員の構成,航 海時の天候,経 由した島々の微細

　 な土地の名称などが,極 めて具体的かつ詳細に述べられている。伝承はしぼ しぼ非常に長大

　 なものであ り}語 り尽くすまでに一晩かかる場合もあるとい う。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　

36)　 トンゴアにおいて土地所布の問題が活発な議論の対象となってきた詳 しい経緯や背景につ

　 いての知見は,未 だ十分ではない。したがって,こ の点について論 じることは今後の課題と

　　したい。

37)　 ミーティングが始まった年月については未だ詳 しく特定できていないが,私 の調査期間中

　 の1995年 頃であったと考えられる。また,こ のミーティングはその後議論が紛糾することが

　 多 くなり,私 が トンゴアを離れた1996年 の後半には開かれなくなってしまったとい う情報も

　 ある。

38)　 エ マエ島は トンゴアの南西に位置する人口約800人,面 積約35平 方 キロメー トルのシェパー

　　ド諸島を構成する島の一つセある(Statistics　Office　1991)。 同島ではほとんどの集落でナマ

　 クラ語とナカナマンガ語が話されてお り,ト ンゴアと同様の称号制度がみられる。このため

　 エマエの人々もトンゴアの人々も,「 エマエと トンゴアのカス トムは同じだ」 と語 り,両 島

　 の伝統文化の同質性を強調する。一方,本 論で後出するマカテア(Makatea)集 落はポ リネ

　 シアン ・アウトライアーの集落であ り,ポ リネシア語系の言語が話されている。しかし,同

　 集落にもエマエのほかの集落と同じ称号制度がみられ,マ カテア集落の人々も含めてエマエ

　 島民の間では一般的にマカテア集落もほかのエマエの集落とカス トムは同じであ り,異 なる

　 のは言葉だけとの認識が強4'。 なお,以 下のエマエ島民の間における 「正しいカス トム」を

　 めぐる議論についての論述は,首 都在住のマカテア集落出身者からの聞き取 りに基づく。

39)　 こうした試みの具体的な例 として,キ ージングやノイマンの研究などを挙げることができ

　 よう(Keesing　 l　990;Neumann　 l992)。 なお,1.で 言及した トーマスにおいては,ビ ッグマ

　 ン制 と首長制やメラネシアとポリネシアという概念のイデオロギー的性格が,こ れらの概念

　 を用いてきた西洋人のオセアニアに対する眼差 しを歴史的に検討することを通 して相対化 さ

　 れる(Thomas　 l　989)。 しか し,ト ーマスにおいては,焦 点が主に西洋の側に置かれ,歴 史

　 的視点から検討が行われているため,ト ンゴアの称号制度をめぐる現在的状況を位置づける

　 際の方法 として彼のアブローチを直接参考にすることはできない。

40)　 こうした批判は,オ セアニアにおいては何も新しいものであった り,特 別なものであるわ

　 けではない。同様の批判 とそれにまつわる議論は,た とえばハンソンの 「マオリの創造」に

316



白川　 ヴ7ヌ ア ッ ・トンゴア社会におけ る称 号制度

関 す る論 文 や キ ー ジン グ の 「創 られ た 伝 統 」 に 関 す る論 文 を め ぐ って行 わ れ た論 争 に お い て

も 見 出 す こ と が で き る(Hanson　 1989;1991;Jo11y　 1992;Keesing　 l　989;1991;Levine

1991;Linnekin　 1991a;1991b;Trask　 1991;Webster　 1993)0
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